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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
関
す
る 

　

一
考
察
（
二
・
完
）

─
─
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性
を
中
心
と
し
た
わ
が
国
へ
の
示
唆
─
─

小　
　

林　
　
　
　

寛

は
じ
め
に

第
１
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
連
邦
法

の
検
討
─
─

　

第
１
節　

連
邦
電
力
法
（Federal Pow

er A
ct of 1920

）

　
　

第
１
款　

概
要

　
　

第
２
款　

Ｆ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
近
時
の
事
案

　

第
２
節　

公
益
事
業
規
制
政
策
法
（Public U

tility Regulatory 
Policies A

ct of 1978

）

　

第
３
節　

二
〇
〇
五
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
（Energy Policy A

ct 
of 2005

）

　

第
４
節　

連
邦
法
の
下
で
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ 

　

第
５
節　

そ
の
他
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
支
援
制
度

　
　

第
１
款　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
額
控
除
の
延
長
・
段
階
的
廃
止

（renew
able energy tax credit extension and 

phaseout

）

　
　

第
２
款　

電
化
製
品
お
よ
び
そ
の
他
の
最
終
使
用
設
備
に
係
る
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
基
準
（energy effi

ciency standards for 
appliances and other end-use equipm

ent

）

第
２
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
七
州
の

制
度
の
検
討
─
─

　

第
１
節　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
理
解
と
こ
れ
を
採
用

す
る
州

　

第
２
節　

七
州
の
制
度
の
検
討

　
　

第
１
款　

ハ
ワ
イ
州
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第
３
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制

　
　
　
　

─
─
連
邦
法
お
よ
び
各
州
制
度
の
検
討
を
踏
ま
え
て
─
─

第
１
節　

連
邦
法
と
州
法
の
関
係
性

　

Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
て
、
電
力
の
卸
売
お
よ
び
州
間
取
引
な
ら
び
に
送
電
に
係
る
料
金
を
規
制
す
る
権
限
を
創
設
し
、

卸
売
電
気
料
金
を
規
制
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら）（（（
（

、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
判
断
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
連
邦
法
に
よ
る
専
占
（preem

ption

）
を
受
け
る
か
ど
う

か
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
〇
年
七
月
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
同
州
公
益
事
業
委
員
会
の
決
定
（CPU

Cʼs A
B 1613 D

ecisions

）

　
　

第
２
款　

メ
イ
ン
州

　
　

第
３
款　

オ
レ
ゴ
ン
州

　
　

第
４
款　

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州

　
　

第
５
款　

バ
ー
モ
ン
ト
州

　
　

第
６
款　

ワ
シ
ン
ト
ン
州

　
　

第
７
款　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

（
以
上
、
九
十
巻
十
号
）

第
３
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
連
邦
法

お
よ
び
各
州
制
度
の
検
討
を
踏
ま
え
て
─
─

　

第
１
節　

連
邦
法
と
州
法
の
関
係
性

　

第
２
節　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性

　

第
３
節　

各
州
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
分
析

第
４
章　

わ
が
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制

　

第
１
節　

わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
変
遷
と
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
成
立
経
緯

　

第
２
節　

わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
成
立
・
改
正
経
緯

　

第
３
節　

わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
内
容
─
─
二
〇
一
六
年
五
月
改
正
後
─
─

　
　

第
１
款　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
概
要

　
　

第
２
款　

改
正
再
エ
ネ
特
措
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
入
札
制
度

　
　

第
３
款　

改
正
再
エ
ネ
特
措
法
の
そ
の
他
の
内
容

第
５
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
関
す
る
考

察
を
踏
ま
え
た
わ
が
国
へ
の
示
唆

　

第
１
節　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
入
札
制
度
等

　

第
２
節　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性

　

第
３
節　

地
域
特
有
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
導
入
の
妥
当
性

む
す
び
に
代
え
て

（
以
上
、
本
号
）
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は
電
気
事
業
者
に
よ
る
州
間
取
引
に
お
け
る
電
力
卸
売
に
係
る
料
金
を
設
定
し
て
い
る
た
め
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
に
よ
っ
て
専
占
さ
れ
る
と
の

判
断
を
下
し
た）（（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
州
は
、
回
避
費
用
を
超
え
る
料
金
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る）（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ

の
判
断
は
州
に
よ
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
そ
れ
自
体
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
回
避
費
用
方
式
に
依
拠
し
た
範
囲
内
に
お
い
て
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
実

施
す
る
余
地
を
許
容
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が）（（（
（

、
州
が
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
実
施
す
る
に
は
制
度
内
容
に
つ
い
て
か
な
り
慎
重
な
姿
勢

が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る）（（（
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
関
す
る
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
専
占
政
策
の
下
で
、
専
占
に
お
け
る
市
場
競

争
と
い
う
目
的
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
保
全
や
燃
料
の
多
様
性
と
い
っ
た
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
他
の
目
的
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
州
の
能

力
に
足
か
せ
と
な
っ
た
（hobbled

）」
と
の
指
摘
も
あ
る）（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
連
邦
法
た
る
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
下
で
の
回
避
費
用
方
式
は
、

各
州
が
独
自
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
定
め
実
施
す
る
こ
と
に
対
す
る
制
約
と
し
て
働
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
２
節　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性

　

後
述
の
と
お
り
、
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
か
ら
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
移
行
し
た
と
い
う
流
れ
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
場
合
に
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
Ｒ
Ｐ
Ｓ
が
「
併
存
し
て
い
る
例
が
多
い
」
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
前
記
の
と
お
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に

お
い
て
も
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
下
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
併
存
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
も
Ｆ
Ｉ
Ｔ
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業

を
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
相
互
補
完
的
（com

plem
ent each other

）
と
な
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

そ
の
た
め
、
各
州
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
目
標
達
成
の
補
助
手
段
と
位
置
づ
け
」
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

た
だ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
事
例
を
前
提
と
す
る
と
、
連
邦
全
体
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
す
る
な
ど
と
い
っ
た
体
制
を
と
ら
な
い
限
り

は
、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
回
避
費
用
方
式
を
は
じ
め
と
し
た
連
邦
法
に
よ
る
専
占
の
問
題
に
直
面
す
る
か
ら
、
州
レ
ベ
ル
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
独

自
に
採
用
す
る
こ
と
に
は
多
く
の
困
難
を
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る）（（（
（

。
そ
の
た
め
、
州
法
の
下
で
回
避
費
用
方
式
を
超
え
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ

の
存
立
を
認
め
る
た
め
に
は
、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
改
正
と
い
っ
た
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
対
応
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る）（（（
（

。
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こ
の
点
、Lincoln L. D

avies

教
授
は
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
か
Ｆ
Ｉ
Ｔ
か
の
二
者
択
一
的
な
議
論
で
は
な
く
、
両
者
の
統
合
を
主
張
す
る）（（（
（

。

す
な
わ
ち
、「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び
独
自
の
技
術
を
有
す
る
規
制
目
標
の
両
方
を
創
設
し

た
う
え
で
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
誘
因
価
格
を
設
定
し
買
取
義
務
を
創
出
し
投
資
家
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
が
市
場
を
持
つ
こ
と
を
保

証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
規
制
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る）（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
統
合
的
Ｒ
Ｐ

Ｓ
︲
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
「
国
家
の
持
続
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
と
っ
て
の
基
盤
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
」「
検
討
す
る
価
値
の
あ
る
選
択

で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
伝
統
的
に
は
排
他
的
な
選
択
肢
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
時
は
、

「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
連
邦
お
よ
び
州
の
両
レ
ベ
ル
に
お
い
て
同
時
に
履
行
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る）（（（
（

」、「
協
働
的
Ｒ
Ｐ
Ｓ
︲
Ｆ
Ｉ
Ｔ

は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
に
固
有
の
市
場
競
争
力
を
利
用
し
て
全
体
的
な
リ
ス
ク
分
配
を
最
適
化
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
る
も
の

で
あ
る）（（（
（

」、「
各
部
分
の
合
算
よ
り
も
大
き
な
全
体
的
リ
ス
ク
の
緩
和
に
よ
っ
て
、
か
か
る
統
合
的
Ｒ
Ｐ
Ｓ
︲
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
現
在
の
非

協
調
的
な
政
策
の
下
で
必
要
と
さ
れ
る
よ
り
も
低
い
利
益
（low

er returns

）
を
求
め
な
が
ら
も
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
す

る
よ
り
高
度
な
民
間
投
資
に
て
こ
入
れ
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（（
（

」
と
し
て
、
先
の
指
摘
と
軌
を
一
に
す
るFelix M

orm
ann

准
教
授

の
見
解
も
み
ら
れ
る）（（（
（

（
た
だ
し
、
こ
の
見
解
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
州
レ
ベ
ル
で
履
行
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
適
切
で
あ
り
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
は
連
邦
レ
ベ
ル

で
履
行
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
指
摘
す
る）

（（（
（

）。
Ｒ
Ｐ
Ｓ
も
Ｆ
Ｉ
Ｔ
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
支
援
す
る
た
め
の
同

一
の
方
向
性
を
有
す
る
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
、D

avies

教
授
やM

orm
ann

准
教
授
ら
の
見
解
は
示

唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
基
本
的
に
支
持
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
た
だ
、
前
記
の
と
お
り
、
既
に
複
数
の
州
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
導
入
さ
れ

て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
全
米
大
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、

連
邦
法
上
も
州
法
上
も
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
推
進
す
る
こ
と
に
は
障
壁
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
を
克
服
す
る
に

は
連
邦
法
の
改
正
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
わ
が
国
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
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第
３
節　

各
州
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
分
析

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
複
数
の
州
が
Ｆ
Ｉ
Ｔ
（
試
行
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
）
を
採
用
し
て
い
る
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
エ

ネ
ル
ギ
ー
情
報
管
理
局
の
情
報
に
よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
五
月
三
〇
日
現
在
、
義
務
的
な
制
度
を
採
用
す
る
の
は
七
州
に
と
ど
ま
る

こ
と
か
ら
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
全
米
各
州
に
浸
透
し
て
い
る
と
は
評
価
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
ハ
ワ
イ
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
前
記
投
資
家
所

有
電
気
事
業
者
三
社
が
、
当
該
事
業
の
技
術
や
規
模
に
応
じ
て
一
定
の
価
格
（
〇
・
一
二
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
か
ら
〇
・
二
六
九
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
）

で
二
〇
年
間
に
わ
た
り
電
力
を
買
い
取
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
も
の
で
あ
り
（T

ier 1

か
ら3

の
分
類
は
出
力
規
模

の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）、
欧
州
や
わ
が
国
の
改
正
前
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
も
こ
れ
に
近
い
と
解
さ
れ
る
。

　

他
方
、
メ
イ
ン
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
お
よ
び
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
制
度
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
複
数
の
州
に
お
い
て
は
市
場
ベ
ー
ス
で
価
格
決
定
を
行
お
う
と
す
る
考
え
方
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本

的
に
わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
は
異
な
る
と
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
よ
う
に
大
規
模
事
業
に
つ
い
て
入
札
制
度
を
導
入
す

る
事
例
や
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
よ
う
に
五
年
間
の
競
争
入
札
を
通
じ
て
分
散
型
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
の
開
発
を
支
援

し
よ
う
と
す
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
の
と
お
り
、
わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
も
近
時
の
改
正
に
よ
っ
て
大
規
模
な
事
業
用

太
陽
光
発
電
事
業
に
つ
い
て
入
札
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
、
市
場
ベ
ー
ス
で
買
取
価
格
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
方
は
部
分
的
に

は
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
制
度
設
計
は
世
界
的
な
潮
流
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
た
だ
、
様
々
な
種
類
お
よ
び
規
模

の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
に
か
か
る
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
統
一
的
な
見
解

が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
入
札
制
度
を
導
入
す
べ
き
大
規
模
事
業
か
そ
う
で
は
な
い
小
規
模
事
業
か
の
棲
み
分
け
の
問
題
を
含
め
て

各
州
に
お
け
る
政
策
的
な
判
断
に
よ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
メ
イ
ン
州
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
よ
う
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
（renew

able energy certificates

）
が
同
州

の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
目
標
を
達
成
さ
れ
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
達
成
の
た
め
の
補
完
手
段
と
し
て
Ｆ
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Ｉ
Ｔ
を
位
置
づ
け
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
を
利
用
し
た
取
引
の
余
地
を
認
め
る
こ
と
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
促

進
す
る
う
え
で
有
益
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

調
達
期
間
に
つ
い
て
は
多
く
の
州
は
一
五
年
か
ら
二
〇
年
間
と
し
て
お
り
、
標
準
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
期
間
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
は
税
額
控
除
を
中
心
と
し
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
等
の
諸
外
国
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
典
型
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
は
評
価
で
き
な
い）（（（
（

。

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
中
で
最
も
野
心
的
な
基
準
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が）（（（
（

、
こ
れ
を

達
成
す
る
た
め
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
連
関
さ
せ
、
再
生
可
能
市
場
調
整
制
度
（ReM

A
T

）
と
い
う
他
州
に
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
制
度

を
導
入
し
て
い
る
（
前
記
の
と
お
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
競
売
メ
カ
ニ
ズ
ム
（renew

able auction m
echanism

）
と
価
格
調
整
メ

カ
ニ
ズ
ム
（price adjustm

ent m
echanism

）
を
基
本
的
要
素
と
す
る
）。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
連
邦
法
た
る
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
二
一
〇

条
に
基
づ
く
電
力
買
取
制
度
の
回
避
費
用
方
式
に
よ
る
制
約
に
抵
触
す
る
こ
と
な
く
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
を
図
る
法

技
術
で
あ
る
と
も
評
価
で
き
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
州
に
お
い
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
も
、
連
邦
法
に
よ
る
専
占

（preem
ption

）
の
問
題
に
直
面
す
る
か
ら
、
各
州
が
独
自
に
柔
軟
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
に
は
、

（
そ
れ
が
容
易
で
は
な
い
に
し
ろ
）
終
局
的
に
は
連
邦
法
レ
ベ
ル
の
法
改
正
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
４
章　

わ
が
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制）（（（
（

第
１
節　

わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
変
遷
と
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
成
立
経
緯

　

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
（
一
九
七
四
年
）（「
将
来
的
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
相
当
部
分
を
賄
い
得
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
供
給
を
目
標
と
し
て
、
太
陽
、
地
熱
、
石
炭
、
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
四
つ
の
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
に
つ
い
て
重
点
的
に
研
究
開
発
を
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進
め
る
も
の）

（（（
（

」）、
ム
ー
ン
ラ
イ
ト
計
画
（
一
九
七
八
年
）
と
統
合
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
（
一
九
九
三
年
）（「
従
来
独
立
し

て
推
進
さ
れ
て
い
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
地
球
環
境
の
三
分
野
に
関
す
る
技
術
開
発
を
総
合
的
に
推
進
す
る
も
の）

（（（
（

」）
の
後

に
、
一
九
九
七
年
に
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
四
月
一
八
日
法
律
第
三
七
号
）
が
制
定
さ
れ

た
。
同
法
の
下
で
、
経
済
産
業
大
臣
が
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
（
同
法
二
条
）
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
お
よ
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
使

用
者
に
対
す
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
に
関
す
る
指
針
を
策
定
・
公
表
し
（
同
法
三
条
お
よ
び
五
条
）、
太
陽
光
発
電
や
風
力
発
電
等

と
い
っ
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
が
事
業
者
の
利
用
計
画
を
認
定
す
る
（
同
法
八
条
）。
ま
た
、
国
立
研
究
開

発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
が
事
業
者
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
う
こ
と
（
同

法
一
〇
条
）
や
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
が
中
小
企
業
者
等
が
認
定
利
用
計
画
に
従
っ
て
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
を
行
う
た
め

に
資
本
金
三
億
円
超
の
株
式
会
社
の
設
立
時
に
発
行
す
る
株
式
の
引
受
け
・
保
有
等
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
同
法
一

三
条
）
と
い
っ
た
支
援
制
度
が
導
入
さ
れ
た）（（（
（

。

　

二
〇
〇
二
年
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
（
平
成
一
四
年
六
月
一
四
日
法
律
第
七
一
号
）
が
制
定
さ
れ
、
同
法
一
二
条
に
基
づ
き
、

政
府
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
の
長
期
的
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を

定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
な
お
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
に
第
一
次
計
画
、
二
〇
〇
七
年
三
月
に
第
二
次
計
画
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
第
三
次

計
画
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
策
定
さ
れ
た）

（（（
（

。
同
計
画
第
三
節
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
加
速

の
た
め
の
施
策
が
定
め
ら
れ
て
い
る）

（（（
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
風
力
・
地
熱
の
導
入
加
速
に
向
け
た
取
組
の
強
化
」、「
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス

テ
ム
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
促
進
」、「
固
定
価
格
買
取
制
度
の
在
り
方
」、「
福
島
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
拠
点
化

の
推
進
」
の
四
つ
に
分
け
て
施
策
が
定
め
ら
れ
て
い
る
）。

　

そ
し
て
、
経
済
的
な
効
率
性
を
考
慮
し
つ
つ
電
気
事
業
者
が
利
用
す
べ
き
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
「
量
」
に
着
目
し
て
同

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
促
進
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
二
〇
〇
二
年
に
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
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別
措
置
法
（
平
成
一
四
年
六
月
七
日
法
律
第
六
二
号
）（
以
下
「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
」
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
の
制

定
の
際
に
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
の
比
較
検
討
が
な
さ
れ
た
が
、「
対
策
効
果
の
確
実
性
、
電
源
選
択
の
自
由
度
、
コ
ス
ト
削
減
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
、
市
場
機
能
の
活
用
、
費
用
対
効
果
、
競
争
へ
の
影
響
（
競
争
中
立
性
）
等
、
総
じ
て
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
が
優
れ
て
い
る）（（（
（

」
と
の

検
討
結
果
を
受
け
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
で
は
な
く
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
が
先
に
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
の
下
で
、
電
力
会
社

は
販
売
電
力
量
の
う
ち
基
準
利
用
量
以
上
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
（
同
法
二
条
二
項
）
電
気
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

な
っ
た
（
同
法
五
条）

（（（
（

）。
こ
の
よ
う
な
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
導
入
後
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
量
は
増
加
し
、
一
定
の
成
果
が

得
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
発
電
の
限
界
費
用
と
再
エ
ネ
調
達
コ
ス
ト
の
差
額
の
料
金
転
嫁
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
電
力
自
由
化
の
流
れ
の
中
で
、
当
時
の
電
気
事
業
者
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
に
対
す
る
抵
抗
感
は
強
か
っ
た
」
と
さ
れ）（（（
（

、

ま
た
、「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
に
対
し
て
は
、
電
力
会
社
に
対
す
る
義
務
付
け
量
が
低
い
た
め
、
か
え
っ
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
上

限
を
設
定
す
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
と
の
批
判
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る）（（（
（

。

　

そ
の
後
、
一
九
八
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
五
年
五
月
三

〇
日
法
律
第
七
一
号
）
は
、
二
〇
〇
九
年
の
改
正
に
よ
り
、
そ
の
名
称
が
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す

る
法
律
」
に
改
め
ら
れ
た
。
同
法
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
目
標
を
策
定
・
公
表
し
（
同
法
三

条
一
項
）、
政
府
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
、
金
融
上
及
び
税
制
上
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
七
条
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
九
年
に
制
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原

料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
一
年
七
月
八
日
法
律
第
七
二
号
）
に
基
づ
き
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
か
ら
余
剰
電

力
買
取
制
度
が
開
始
さ
れ
た
。
同
制
度
は
、
余
剰
電
力
に
係
る
買
取
費
用
を
太
陽
光
発
電
促
進
付
加
金
と
し
て
電
気
を
使
用
す
る
す

べ
て
の
者
に
負
担
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
導
入
に
伴
い
、
二
〇
一
四
年
九
月
分
の
電
気
料
金
ま
で
を
も
っ
て
適
用
終
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了
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

第
２
節　

わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
成
立
・
改
正
経
緯

　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
に
対
す
る
前
記
批
判
も
あ
り
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、
同
年
八
月
に
、
前
記
再
エ
ネ
特

措
法
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
法
律
第
一
〇
八
号
））

が
制
定
さ
れ
た
（
二
〇
一
二
年
七
月
施
行
）（
同
法
案
の
閣
議
決
定
は
、
東
日
本
大
震
災
の
数
時
間
前
に
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
）。
こ
れ
に
よ

り
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
は
廃
止
さ
れ
（
再
エ
ネ
特
措
法
附
則
一
一
条
）、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
は
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
か
ら
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
移
行
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る）（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
電
力
会
社
は
、
発
電
事
業

者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
決
め
ら
れ
た
固
定
価
格
に
よ
っ
て
一
定
期
間
買
い
取
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
再
エ
ネ
特
措
法
の
下
で
二
〇
一
二
年
七
月
一
日
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
数
年
が
経
過
し
た
間
に
、
様
々
な

実
務
上
の
課
題
が
発
生
し
た
。
例
え
ば
、
事
業
用
太
陽
光
発
電
が
認
定
容
量
の
う
ち
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
た
（
二
〇
一
六
年

一
月
末
時
点
で
約
八
五
六
一
万
ｋ
Ｗ
の
う
ち
約
七
四
七
九
万
ｋ
Ｗ
が
事
業
用
太
陽
光
発
電
で
あ
り）

（（（
（

、
か
つ
未
稼
働
件
数
も
多
か
っ
た
（
二
〇
一

二
年
度
か
ら
二
〇
一
三
年
度
の
認
定
案
件
の
う
ち
三
四
万
件
が
未
稼
働
と
さ
れ
る
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
末
時
点）

（（（
（

）））
た
め
に
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
買
取
費
用
の
多
く
は
最
終
的
に
は
賦

課
金
と
い
う
形
で
電
力
消
費
者
で
あ
る
国
民
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
負
担
を
抑
制
し
、「
コ
ス
ト
効
率
的
に
導
入
を
促
進

す
る）（（（
（

」
必
要
が
あ
っ
た
こ
と）（（（
（

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
発
電
事
業
者
か
ら
の
接
続
申
込
み
に
対
す
る
電
力
会
社
に

よ
る
回
答
保
留
な
ど
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る）（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
受
け
て
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
に
お
け
る
検
討
を
経

て
）
（（（
（

、
わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（（
（

。
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
改
正
に
は
、
再
エ
ネ
特
措
法
の
改
正
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
法
施

行
規
則
等
の
改
正
も
含
ま
れ
る
。
ま
ず
、
二
〇
一
三
年
七
月
の
改
正
で
は
、「
指
定
電
気
事
業
者
制
度
が
創
設
さ
れ
た）（（（
（

」。
指
定
電
気
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事
業
者
制
度
と
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
太
陽
光
発
電
設
備
）
に
つ
い
て
同
大
臣
が
指

定
し
た
電
力
会
社
（
北
海
道
電
力
株
式
会
社
等
合
計
七
社）

（（（
（

）
が
上
限
を
超
え
て
出
力
抑
制
を
行
わ
な
け
れ
ば
追
加
的
に
当
該
再
エ
ネ
発

電
設
備
に
よ
っ
て
発
電
さ
れ
た
電
気
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
後
に
当
該
指
定
電
気
事
業
者
と
接
続
を
行
お
う
と
す

る
場
合
に
損
害
の
補
償
な
し
に
出
力
抑
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
あ
る
（
改
正
前
の
再
エ
ネ
特
措
法
施
行
規
則
六
条
一
項
七
号）

（（（
（

）。

す
な
わ
ち
、
接
続
可
能
量
を
超
過
し
た
場
合
に
無
補
償
の
出
力
抑
制
に
係
る
上
限
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
接
続
を
可
能
と
す

る
制
度
で
あ
る）（（（
（

。
そ
の
後
、
二
〇
一
五
年
一
月
の
改
正
で
は
、
新
た
な
出
力
抑
制
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
運
用
見
直
し
が
行

わ
れ
た）（（（
（

。
新
た
な
出
力
抑
制
ル
ー
ル
と
し
て
は
、
出
力
抑
制
の
対
象
の
拡
張
、
日
数
制
か
ら
時
間
制
へ
の
移
行
お
よ
び
指
定
電
気
事

業
者
制
度
の
活
用
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
運
用
見
直
し
に
つ
い
て
は
、「
太
陽
光
発
電
に
適
用
さ
れ
る
調
達
価
格
の
適
正

化
」
お
よ
び
「
接
続
枠
を
確
保
し
た
ま
ま
事
業
を
開
始
し
な
い
『
空
押
さ
え
』
の
防
止
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。
さ
ら
に
、
二
〇
一

六
年
四
月
に
は
、
電
力
小
売
全
面
自
由
化
に
伴
う
改
正
が
行
わ
れ
た）（（（
（

。
さ
ら
に
、
二
〇
一
六
年
五
月
に
は
、
再
エ
ネ
特
措
法
が
改
正

さ
れ
、「
新
認
定
制
度
の
創
設
」、「
買
取
価
格
の
決
定
方
法
の
見
直
し
」、「
買
取
義
務
者
の
見
直
し
等
」、「
賦
課
金
減
免
制
度
の
見

直
し
」
に
分
け
て
重
要
な
制
度
変
更
が
行
わ
れ
た）（（（
（

。

　

本
稿
で
は
、
二
〇
一
六
年
五
月
改
正
後
の
再
エ
ネ
特
措
法
（
以
下
「
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
」
と
い
う
）（
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
施
行
）

を
前
提
に
わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
検
討
を
行
う
。

第
３
節　

わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
内
容
─
─
二
〇
一
六
年
五
月
改
正
後）（（（
（

─
─

第
１
款　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
概
要

　

わ
が
国
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
電
気
事
業
者
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
二
条
一
項
に
よ
り
、
そ
の
定
義
は
改
正
さ
れ
た
）
に
、
太
陽
光
、

風
力
、
水
力
、
地
熱
、
バ
イ
オ
マ
ス
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
二
条
四
項
）
に
よ
っ
て
発
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電
さ
れ
た
電
気
を
一
定
期
間
、
一
定
価
格
で
買
い
取
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
制
度
で
あ
る）（（（
（

。

　

経
済
産
業
大
臣
は
、
毎
年
度
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区
分
、
設
置
の
形
態
お
よ
び
規
模
ご
と
に
（
後
記
入
札
制
度

の
対
象
と
な
る
も
の
を
除
く
）、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
一
ｋ
Ｗ
ｈ
当
た
り
の
価
格
（
以
下
「
調
達
価
格
」
と
い
う
）
お
よ

び
そ
の
調
達
価
格
に
よ
る
調
達
に
係
る
期
間
（
以
下
「
調
達
期
間
」
と
い
う
）
を
定
め
る
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
三
条
一
項
）。

　

二
〇
一
七
年
度
の
各
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
調
達
価
格
お
よ
び
調
達
期
間
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る）（（（
（

。
太
陽
光
（
一
〇

ｋ
Ｗ
未
満
）（
非
ダ
ブ
ル
発
電
）
の
う
ち
出
力
制
御
対
応
機
器
設
置
義
務
が
あ
る
も
の
は
一
ｋ
Ｗ
ｈ
当
た
り
三
〇
円
（
二
〇
一
八
年
度
は

同
二
八
円
、
二
〇
一
九
年
度
は
同
二
六
円
）（
税
込
）（
調
達
期
間
は
一
〇
年
）、
一
〇
ｋ
Ｗ
以
上
二
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
未
満
の
太
陽
光
発
電
に

つ
い
て
は
同
二
一
円
（
税
抜
）（
調
達
期
間
は
二
〇
年
）、
風
力
に
つ
い
て
は
同
二
一
円
（
二
〇
ｋ
Ｗ
以
上
の
陸
上
風
力
）（
二
〇
一
七
年
九

月
末
ま
で
は
同
二
二
円
）（
二
〇
一
八
年
度
は
同
二
〇
円
、
二
〇
一
九
年
度
は
同
一
九
円
）（
リ
プ
レ
ー
ス
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
）、
同
三
六

円
（
二
〇
ｋ
Ｗ
以
上
の
洋
上
風
力
）（
二
〇
一
八
年
度
お
よ
び
二
〇
一
九
年
度
も
同
額
）、
同
五
五
円
（
二
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）（
税
抜
）（
調
達
期

間
は
二
〇
年
）、
地
熱
に
つ
い
て
は
同
二
六
円
（
一
万
五
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
以
上
）（
二
〇
一
六
年
度
と
同
額
で
あ
り
、
二
〇
一
八
年
度
お
よ
び
二

〇
一
九
年
度
も
同
額
）（
リ
プ
レ
ー
ス
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
）、
同
四
〇
円
（
一
万
五
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）（
二
〇
一
六
年
度
と
同
額
で
あ
り
、

二
〇
一
八
年
度
お
よ
び
二
〇
一
九
年
度
も
同
額
）（
リ
プ
レ
ー
ス
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
）（
税
抜
）（
調
達
期
間
は
一
五
年
）、
水
力
に
つ
い

て
は
同
二
〇
円
（
た
だ
し
、
二
〇
一
七
年
九
月
末
ま
で
は
二
四
円
）（
五
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
以
上
三
万
ｋ
Ｗ
未
満
）、
同
二
七
円
（
一
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ

以
上
五
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）、
同
二
九
円
（
二
〇
〇
ｋ
Ｗ
以
上
一
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）、
同
三
四
円
（
二
〇
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）（
二
〇
一
八
年
度

お
よ
び
二
〇
一
九
年
度
も
同
額
）、
既
設
導
水
路
活
用
型
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
三
段
階
か
ら
四
段
階
に
分
け
ら
れ
、
同
一
二
円

（
五
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
以
上
三
万
ｋ
Ｗ
未
満
）、
同
一
五
円
（
税
抜
）（
一
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
以
上
五
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）、
同
二
一
円
（
税
抜
）（
二
〇

〇
ｋ
Ｗ
以
上
一
〇
〇
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）、
同
二
五
円
（
二
〇
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）（
税
抜
）（
調
達
期
間
は
い
ず
れ
も
二
〇
年
）（
二
〇
一
八
年
度
お
よ

び
二
〇
一
九
年
度
も
同
額
）、
バ
イ
オ
マ
ス
（
メ
タ
ン
発
酵
ガ
ス
）（
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
に
つ
い
て
は
除
く
）
に
つ
い
て
は
同
三
九
円
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（
税
抜
）（
二
〇
一
六
年
度
と
同
額
で
あ
り
、
二
〇
一
八
年
度
お
よ
び
二
〇
一
九
年
度
も
同
額
）（
調
達
期
間
は
二
〇
年
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
定
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム
を
要
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
調
達
価
格
は
据
え
置
か
れ
て
い
る
が
、
比
較
的
リ
ー

ド
タ
イ
ム
の
短
い
太
陽
光
発
電
の
調
達
価
格
は
漸
減
し
て
い
る
。
太
陽
光
に
つ
い
て
は
事
業
用
・
住
宅
用
と
も
に
買
取
価
格
は
漸
減

し
て
い
る
と
こ
ろ
（
事
業
用
太
陽
光
（
一
〇
ｋ
Ｗ
以
上
）
に
つ
い
て
、
二
〇
一
二
年
度
は
四
〇
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
一
六
年
度

は
二
四
円
と
な
り
、
二
〇
一
七
年
度
は
二
一
円
と
な
っ
た
）、
住
宅
用
太
陽
光
（
一
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
度
以
降

の
「
価
格
低
減
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
す
」
こ
と
と
な
っ
た
（
風
力
発
電
に
つ
い
て
も
同
様）

（（（
（

）。
さ
ら
に
、
地
熱
や
風
力
な
ど
の
計
画

段
階
か
ら
事
業
開
始
段
階
ま
で
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム
が
比
較
的
長
い
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
年
度
ご
と
に
買
取
価
格
を

示
す
の
で
は
な
く
、
数
年
先
の
買
取
価
格
を
予
め
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
三
条
二
項
（
同
条
一
項
の
「
規

定
に
よ
り
定
め
る
調
達
価
格
等
の
ほ
か
に
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
べ
き
調
達
価
格
等
を
当
該
年
度
に
併
せ

て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る）

（（（
（

」）。
そ
の
趣
旨
は
、
こ
の
よ
う
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
事
業
者
に
と
っ
て
の
予
測
可
能
性
を
担

保
し
新
規
事
業
者
の
参
入
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
電
気
に

つ
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
効
率
的
な
利
用
を
促
進
す
る
た
め
誘
導
す
べ
き
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
の
価
格
の
水
準
に
関
す
る
目
標
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
三
条
一
二
項
）。

　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
発
電
事
業
者
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る

（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
九
条
）。
認
定
を
受
け
た
発
電
事
業
者
は
、
電
気
事
業
者
と
特
定
契
約
（
同
法
二
条
五
項
）
を
締
結
し
、
調
達
期

間
に
わ
た
り
、
一
定
の
調
達
価
格
で
電
気
事
業
者
に
対
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
供
給
す
る
。
小
売
電
気
事
業
者
等
は
、

電
気
供
給
の
対
価
の
一
部
と
し
て
、
電
気
の
使
用
者
に
対
し
て
賦
課
金
の
支
払
い
を
請
求
で
き
る
（
同
法
三
六
条
一
項）

（（（
（

）。
費
用
負
担

調
整
機
関
（
同
法
五
五
条
一
項
）
は
、
賦
課
金
の
支
払
い
を
受
け
た
小
売
電
気
事
業
者
等
か
ら
納
付
金
を
徴
収
し
（
同
法
三
一
条
一

項
）、
調
整
を
行
っ
た
う
え
で
、
電
気
事
業
者
に
対
し
て
交
付
金
を
交
付
す
る
（
同
法
二
八
条
一
項）

（（（
（

）。
な
お
、
改
正
に
よ
っ
て
交
付
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金
の
額
の
計
算
方
法
が
変
更
さ
れ
た
（
同
法
二
九
条
三
号
お
よ
び
四
号
）。

第
２
款　

改
正
再
エ
ネ
特
措
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
入
札
制
度

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
関
す
る
前
記
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
に
関
連
す
る
わ
が
国
の
改
正
再
エ

ネ
特
措
法
に
基
づ
く
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
内
容
と
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
入
札
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

　
（
１
）
入
札
の
手
続
き

　

経
済
産
業
大
臣
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
に
伴
う
電
気
の
使
用
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
う
え
で
有
効
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
入
札
を
実
施
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区
分
等
を
指
定
し
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
四
条
）、
入
札
実

施
指
針
を
定
め
る
（
同
法
五
条
）。

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
同
法
六
条
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
計
画
を
提
出
し
た
者
の
中
か
ら
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画

が
入
札
実
施
指
針
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
、
適
切
な

も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
に
対
し
て
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
た
う
え
で
（
同
法
七

条
一
項
）、
前
者
を
参
加
者
と
し
て
入
札
を
実
施
す
る
（
同
条
二
項
）。

　

入
札
に
お
い
て
は
、
当
該
指
針
に
定
め
る
入
札
量
の
範
囲
内
で
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
お
よ
び
供
給
価
格
を

入
札
さ
せ
、
供
給
価
格
上
限
額
を
超
え
な
い
供
給
価
格
の
参
加
者
の
う
ち
、
低
価
の
参
加
者
か
ら
順
次
当
該
入
札
量
に
達
す
る
ま
で

の
参
加
者
を
も
っ
て
落
札
者
と
し
て
決
定
さ
れ
る
（
同
法
七
条
三
項
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
入
札
に
お
い
て
、
同
価
の
入
札
を
し
た

者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
く
じ
で
落
札
者
の
順
位
を
決
定
す
る
（
同
条
四
項
）。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
後
の
順
位
の
落

札
者
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
と
他
の
落
札
者
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
出
力
と
の
合
計
の
出
力
の
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量
が
入
札
量
を
超
え
る
と
き
に
は
、
そ
の
超
え
る
分
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
順
位
の
落
札
者
に
お
い
て
、
落
札
が
な
か
っ
た
も
の
と

す
る
（
同
条
五
項
）。

　

経
済
産
業
大
臣
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
に
係
る
電
気
の
使
用
者
の
利
益
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
供
給
価
格
以

外
の
要
素
を
勘
案
し
て
落
札
者
を
決
定
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
方
法
以
外
の
方
法
で
落
札
者
を
決

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
六
項
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
入
札
の
結
果
を
踏
ま
え
、
入
札
の
落
札
者
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
調
達
価
格
等
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
（
同
法
八
条
一
項）

（（（
（

）。

　
（
２
）
指
定
入
札
機
関

　

経
済
産
業
大
臣
は
、
指
定
入
札
機
関
に
、
入
札
の
実
施
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
七
条
一
〇
項
）。
経
済

産
業
大
臣
は
、
入
札
機
関
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
入
札
業
務
を
行
わ
な
い
（
同
法
三
九
条
二
項
）。
こ
の
他
に
、
同
法
四
〇
条
に
欠

格
条
項
、
同
法
四
一
条
に
指
定
の
基
準
、
同
法
四
二
条
に
入
札
業
務
規
程
に
関
す
る
規
定
、
同
法
四
三
条
に
区
分
経
理
に
関
す
る
規

定
、
同
法
四
四
条
に
業
務
の
休
廃
止
に
関
す
る
規
定
、
同
法
四
五
条
に
帳
簿
に
関
す
る
規
定
、
同
法
四
六
条
に
秘
密
保
持
義
務
等
に

関
す
る
規
定
、
同
法
四
七
条
に
役
員
の
選
任
お
よ
び
解
任
に
関
す
る
規
定
、
同
法
四
八
条
に
役
員
の
解
任
命
令
に
関
す
る
規
定
、
同

法
四
九
条
に
適
合
命
令
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
五
〇
条
に
指
定
の
取
消
し
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
五
一
条
に
経
済
産
業
大
臣
に

よ
る
入
札
業
務
の
実
施
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
五
二
条
に
公
示
に
関
す
る
規
定
、
同
法
五
三
条
に
指
定
入
札
機
関
が
行
う
処
分
等

に
係
る
審
査
請
求
に
関
す
る
規
定
な
ど
が
あ
る
。

　
（
３
）
入
札
制
度
の
違
反
に
対
す
る
刑
事
罰

　

国
の
職
員
が
、
入
札
の
実
施
に
関
し
、
そ
の
職
務
に
反
し
、
一
定
の
方
法
に
よ
り
、
入
札
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
行
っ
た
と

き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
二
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
同
法
八
〇
条
）。
ま
た
、
偽
計
ま
た
は
威
力
を
用
い
て
、

入
札
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
二
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
併
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科
す
る
（
同
法
八
一
条
一
項
）。
入
札
に
つ
き
、
公
正
な
価
額
を
害
し
、
ま
た
は
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で
談
合
し
た
者
に
つ
い
て

も
、
同
様
で
あ
る
（
同
条
二
項
）。
さ
ら
に
、
入
札
業
務
の
停
止
の
命
令
（
同
法
五
〇
条
二
項
）
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行

為
を
し
た
指
定
入
札
機
関
の
役
員
ま
た
は
職
員
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
同
法
八
三

条
）。

　
（
４
）
考
察

　

市
場
を
利
用
し
て
買
取
価
格
を
決
定
す
る
と
い
う
仕
組
み
は
、
諸
外
国
の
制
度
を
参
照
し
て
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
入
札
制

度
の
適
用
対
象
は
「
大
規
模
な
事
業
用
太
陽
光
発
電
か
ら）（（（
（

」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
法
律
上
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
入
札
を
実
施
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
区
分
等
の
指
定
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
四
条
一
項
）
お

よ
び
入
札
実
施
指
針
の
定
め
（
同
法
五
条
一
項
お
よ
び
二
項
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
達
価
格
等

算
定
委
員
会
の
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
同
法
四
条
二
項
お
よ
び
五
条
四
項
）、
同
委
員
会
が
重
要
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
。
同
委
員
会
の
意
見
に
基
づ
き
、
当
面
の
対
象
規
模
は
「
二
Ｍ
Ｗ
以
上
」
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（（
（

。
入
札
量
は
、

「
第
一
回
～
第
三
回
で
合
計
一
～
一
・
五
Ｇ
Ｗ
を
募
集
」
し
、「
第
一
回
に
お
け
る
入
札
量
は
、
最
大
募
集
容
量
一
・
五
Ｇ
Ｗ
の
一
／

三
の
五
〇
〇
Ｍ
Ｗ
」
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
上
限
価
格
は
、
第
一
回
に
つ
い
て
は
、「
入
札
対
象
外
の
一
〇
ｋ
Ｗ
以
上
の
太
陽
光

発
電
と
同
額
と
し
、
第
二
回
・
第
三
回
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
の
結
果
を
検
証
し
た
上
で
設
定
す
る
」
こ
と
と
な
っ
た）（（（
（

。
調
達
価
格

の
決
定
方
式
に
つ
い
て
は
、「
第
一
回
～
第
三
回
に
お
い
て
は
応
札
額
を
調
達
価
格
と
し
て
採
用
す
る
方
式
（pay as bid 

方
式
）
を

採
用
す
る
」
こ
と
と
な
っ
た）（（（
（

。
運
転
開
始
期
限
に
つ
い
て
は
、「
入
札
対
象
外
の
一
〇
ｋ
Ｗ
以
上
の
太
陽
光
発
電
と
同
様
、
落
札
後

の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
認
定
取
得
か
ら
三
年
」
と
な
っ
た）（（（
（

。
入
札
実
施
時
期
は
、
原
則
と
し
て
「
年
二
回
（
上
期
・
下
期
）
実
施
」
す
る
こ
と
と

な
っ
た
（
た
だ
し
、
二
〇
一
七
年
度
は
、「
入
札
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
が
必
要
と
な
る
た
め
、
年
一
回）

（（（
（

」）。

　

今
後
は
、
入
札
制
度
の
適
用
対
象
は
漸
次
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が）（（（
（

、
そ
の
場
合
に
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
で
あ
り
な
が
ら
、
部
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分
的
に
入
札
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
で
整
合
的
に
制
度
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
課
題
が
生
じ
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
地
熱
発
電
な
ど
の
よ
う
に
計
画
段
階
か
ら
事
業
開
始
段
階
ま
で
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム
が
長
い
一
定
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
つ
い
て
は
固
定
価
格
を
維
持
し
、
太
陽
光
の
よ
う
に
比
較
的
短
期
に
事
業
を
開
始
で
き
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
入
札

制
度
を
導
入
す
る
と
い
う
場
合
に
、
両
者
の
区
分
け
に
つ
い
て
理
論
的
根
拠
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
に
お
い
て
は
、「
３
Ｅ
＋
Ｓ
」（
す
な
わ
ち
、
安
定
供
給
、
経
済
効
率
性
、
環
境
適
合
お
よ
び
安
全
性
）
が
基
本
的
視
点
で
あ
る

と
い
わ
れ
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
入
札
制
度
導
入
の
趣
旨
は
、
で
き
る
限
り
効
率
的
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
進
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
国
民
に
対
す
る
負
担
を
抑
制
す
る
こ
と
に
あ
る
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
四
条
一
項
参
照）

（（（
（

）。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、

経
済
的
効
率
性
を
維
持
し
な
が
ら
安
定
的
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
負
担
を
抑
制
す
る
こ
と
が
入
札
制
度
を

今
後
拡
大
し
て
い
く
と
し
た
場
合
の
根
拠
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
同
じ
太
陽
光
で
は
あ
っ
て
も
、
住
宅
用
の

小
規
模
太
陽
光
発
電
に
つ
い
て
ま
で
入
札
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
は
効
率
性
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
現
時
点
で
は
無
理
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
入
札
制
度
の
適
用
対
象
は
、
当
面
は
、
大
規
模
な
事
業
用
太
陽
光
発
電
に
留
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
入
札
制
度
に
対
し
て
は
、「
資
本
力
の
あ
る
大
企
業
が
や
は
り
有
利
だ
。
業
界
で
は
、
一
部
の
大
手
発
電
事
業
者
が
市
場
を

寡
占
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る）（（（
（

。
こ
の
懸
念
が
現
実
化
す
る
と
す
れ
ば
、
入
札
制
度
施
行
後
の

状
況
を
踏
ま
え
て
、
中
小
発
電
事
業
者
に
対
す
る
一
定
の
配
慮
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。

第
３
款　

改
正
再
エ
ネ
特
措
法
の
そ
の
他
の
内
容

　

前
記
入
札
制
度
の
他
に
も
、
新
た
な
認
定
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
、
買
取
義
務
者
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
電
気
事
業
者

の
接
続
義
務
に
係
る
規
定
の
削
除
、
賦
課
金
減
免
制
度
の
見
直
し
等
と
い
っ
た
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る）（（（
（

。
確
か
に
本

稿
は
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性
を
中
心
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
を
考
察
し
わ
が
国
へ
の
示
唆
を
得
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る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
改
正
項
目
は
本
稿
の
主
目
的
と
直
接
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
の
た
め
に
わ
が
国
だ
け
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
含
む
諸
外
国
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
改
正
が
行

わ
れ
て
き
た
し
今
後
も
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度
か
ら
示
唆
を
得
る
前
提
と
し
て
わ
が

国
の
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
の
そ
の
他
の
内
容
に
つ
い
て
も
若
干
の
言
及
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
１
）
新
た
な
認
定
制
度

　

認
定
制
度
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
改
正
に
よ
っ
て
厳
格
な
認
定
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
改
正
後
は
、

Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
ご
と
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
（
改
正
再
エ
ネ
特

措
法
九
条
一
項
お
よ
び
二
項
）。
認
定
基
準
は
同
条
三
項
に
基
づ
き
同
法
施
行
規
則
五
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

前
記
し
た
設
備
認
定
後
の
未
稼
働
案
件
が
多
い
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、
認
定
時
期
を
こ
れ
ま
で
の
系
統
接
続
の
申
込
み
の
前

か
ら
系
統
接
続
の
契
約
締
結
後
に
遅
ら
せ
る
こ
と
と
し
た）（（（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
買
取
価
格
が
高
い
時
期
に
早
く
認
定
を
取
得
し
な
が
ら

設
備
を
稼
働
せ
ず
に
発
電
費
用
の
低
下
を
待
っ
て
差
益
を
得
よ
う
と
す
る
不
当
な
案
件
に
対
し
て
適
切
な
対
応
が
と
ら
れ
る
も
の
と

評
価
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
案
件
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
認
定
基
準
を
厳
格
に
す
る
こ
と
と
認
定
後
に
運
転

を
開
始
す
べ
き
期
限
を
設
け
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
の
対
応
も
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
（
認
定
基
準
の
厳
格
性
）

に
つ
い
て
は
、
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
九
条
三
項
お
よ
び
同
法
施
行
規
則
五
条
に
よ
っ
て
、
複
数
の
認
定
基
準
が
新
設
さ
れ
た
。
改
正

前
は
発
電
設
備
と
発
電
方
法
が
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
改
正
後
は
大
き
く
事
業
内
容
、
事
業
の
実
施
お
よ

び
発
電
設
備
の
三
つ
に
分
け
て
基
準
へ
の
適
否
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
発
電
事
業
者
は
改
正
再
エ
ネ
特
措
法

九
条
一
項
に
基
づ
き
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
の
認
定
申
請
を
行
い
、
同
条
三
項
の
要
件
に
適
合
す
る
場
合
に
経
済
産

業
大
臣
が
認
定
を
行
う
。
要
件
は
大
き
く
五
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
最
も
重
要
な
の
は
同
条
項
一
号
な
い
し
三
号
で
あ
る
。
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二
号
は
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
て

お
り
、
同
法
施
行
規
則
六
条
（
二
〇
一
七
年
八
月
改
正
後
は
同
五
条
の
二
）
に
お
い
て
三
つ
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
１
：
電
気

事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
維
持
お
よ
び
接
続
に
関
す
る
電
気
事
業
者
の
同
意
、
２
：
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
の
設
置
場
所
に
お
け
る
使
用
権
原
、
３
：
関
係
法
令
の
遵
守
）。
同
法
九
条
三
項
一
号
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
内
容
に

関
す
る
要
件
で
あ
り
、
同
三
号
は
発
電
設
備
に
関
す
る
要
件
で
あ
る
が
、
要
件
の
具
体
的
な
内
容
は
省
令
へ
の
委
任
に
よ
り
改
正
再

エ
ネ
特
措
法
施
行
規
則
五
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
。
事
業
内
容
に
関
す
る
要
件
は
同
条
一
項
に
お
い
て

大
き
く
一
五
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
発
電
設
備
に
関
す
る
要
件
は
同
条
二
項
に
お
い
て
大
き
く
九
つ
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て

い
る）（（（
（

。

　

認
定
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
施
行
規
則
四
条
（
二
〇
一
七
年
八
月
改
正
後
は
同
四
条
の
二
）
に
定
め
ら
れ
て
い

る
。

　

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
が
認
定
計
画
に
従
っ
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
認
定
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

（
同
法
一
三
条
）。
認
定
は
、
認
定
事
業
者
が
認
定
計
画
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
効
力

を
失
う
（
同
法
一
四
条
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
一
定
の
場
合
に
は
、
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
五
条
）。

　

な
お
、
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
電
力
会
社
と
の
接
続
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
認
定
が
失

効
す
る
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
に
係
る
附
則
七
条
）。
も
っ
と
も
、
同
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
接
続
契
約
締
結
済
み
（
発
電
開
始
済
み

を
含
む
）
の
案
件
に
つ
い
て
は
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
て
、
新
制
度
が
適
用
さ
れ
る
（
同
附
則
四
条
一
項）

（（（
（

）。
ま
た
、
旧
一
般
送
配

電
事
業
者
等
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
な
い
旧
特
定
供
給
者
で
あ
っ
て
、
旧
認
定
を
受
け
た
日
が
二
〇
一
六
年
七
月
一
日
以
降
で
あ
る

も
の
（
特
定
旧
接
続
請
求
者
を
除
く
）
は
、
当
該
旧
認
定
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
九
カ
月
間
内
に
旧
一
般
送
配
電
事
業
者
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等
の
同
意
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
同
意
が
得
ら
れ
た
日
に
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
同
附
則
五
条
三
項
）。
さ
ら
に
、

特
定
旧
接
続
請
求
者
は
、
旧
一
般
送
配
電
事
業
者
等
の
同
意
を
得
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
そ
の
他
の
行
為
が
終
了
し
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
六
カ
月
間
内
に
旧
一
般
送
配
電
事
業
者
等
の
同
意
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
同

附
則
六
条
三
項
）。

　
（
２
）
買
取
義
務
者
の
見
直
し

　

買
取
義
務
者
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
再
エ
ネ
特
措
法
二
条
一
項
の
改
正
に
よ
り
、
買
取
義
務
を
負
う
電
気
事
業
者
が
小
売
電
気

事
業
者
等
（
小
売
電
気
事
業
者
（
電
気
事
業
法
二
条
一
項
三
号
）、
一
般
送
配
電
事
業
者
（
同
条
項
九
号
）
お
よ
び
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者

（
同
法
二
七
条
の
一
九
第
一
項
））
か
ら
一
般
送
配
電
事
業
者
等
（
一
般
送
配
電
事
業
者
（
同
法
二
条
一
項
九
号
）
お
よ
び
特
定
送
配
電
事
業

者
（
同
条
項
一
三
号
））
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（（
（

。
こ
れ
は
、「
広
域
運
用
等
を
通
じ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
更
な

る
導
入
拡
大
を
図
る
た
め）（（（
（

」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
等
が
発
電
事
業
者
か
ら
買
取
り
を
行
い

卸
電
力
取
引
市
場
を
通
じ
て
小
売
電
気
事
業
者
が
買
付
け
を
行
う
か
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
一
七
条
一
項
一
号
）、
一
般
送
配
電
事
業

者
等
を
通
じ
て
小
売
電
気
事
業
者
ま
た
は
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
小
売
供
給
す
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
（
同
条
項
二
号
）、

前
者
（
同
条
項
一
号
）
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
後
者
（
同
条
項
二
号
）
の
方
法
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
卸
供
給
と
い
う
と
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
（
同
法
一
八
条
一
項
）、
こ
の
場
合
、
電
気
事
業
者
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
卸
供
給
約
款
を
定
め
、
経
済

産
業
大
臣
に
届
け
出
て
（
同
条
項
）、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
四
項
）、
原
則
と
し
て
同
約
款
以
外
の
供
給
条
件
に
よ
り
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
卸
供
給
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
二
項
）。
こ
れ
は
、
当
該
電
気
事
業
者
の
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
卸
供
給
に
つ
い
て
当
該
約
款
に
基
づ
く
供
給
条
件
の
統
一
性
や
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
当
該
約
款
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
っ
て
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
（
同
条

項
但
し
書
）。
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（
３
）
電
気
事
業
者
の
接
続
義
務
に
係
る
規
定
の
削
除

　

電
気
事
業
者
の
接
続
義
務
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
に
改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
接
続
義
務
（
同
法

一
七
条
四
項
）
を
負
う
こ
と
に
な
る
た
め
接
続
義
務
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
が）（（（
（

、
再
エ
ネ
特
措
法
の
下
で
の
一
般
送
配
電
事
業

者
等
の
接
続
義
務
を
規
定
し
た
同
法
五
条
は
削
除
さ
れ
、
こ
れ
に
平
仄
を
合
せ
る
形
で
、
接
続
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
正
当
な
理
由

を
定
め
た
同
法
施
行
規
則
六
条
も
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
す
べ
て
の
電
源
に
共
通
な
一
般
義
務
に
切
り
替
え
て
し
ま

う
こ
と
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
源
の
優
先
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
改
正
は
現
行
法
の
趣
旨
を

大
き
く
変
更
す
る
重
大
な
制
度
変
更
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る）（（（
（

。
ま
た
、「
再
エ
ネ
特
措
法
に
規
定
さ
れ
る
再
エ
ネ
電
力
の
『
優

先
接
続
義
務
』
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
の
指
摘
も
み
ら
れ
る）（（（
（

。
さ
ら
に
、「
今
後
の
詳
細
な
制

度
設
計
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
優
先
接
続
・
給
電
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
規
定
を
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る
」
と
の

指
摘
も
あ
る）（（（
（

。
思
う
に
、
特
定
契
約
の
申
込
み
に
応
ず
る
義
務
は
消
滅
し
て
お
ら
ず
（
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
一
六
条
（
改
正
前
の
同
法

四
条
））、
特
定
契
約
の
締
結
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
正
当
な
理
由
に
つ
い
て
は
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
施
行
規
則
一
四
条
一
項
に
具
体

的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
接
続
義
務
に
つ
い
て
は
電
気
事
業
法
の
下
で
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
は
、
非
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
を
促
進
す
る
と
い
う
再
エ
ネ
特
措
法
の
趣
旨
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う

懸
念
は
生
じ
よ
う
。
筆
者
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
の
見
地
か
ら
同
電
気
に
係
る
優
先
接
続
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
考

え
る
。
ま
た
、
電
気
事
業
法
一
七
条
四
項
の
下
で
一
般
送
配
電
事
業
者
（
し
か
も
、
改
正
前
の
再
エ
ネ
特
措
法
五
条
と
異
な
り
、
一
般

送
配
電
事
業
者
「
等
」
で
は
な
い
）
が
接
続
を
拒
否
で
き
る
「
当
該
発
電
用
の
電
気
工
作
物
が
当
該
電
線
路
の
機
能
に
電
気
的
又
は
磁

気
的
な
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
」
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
つ
い
て
は
厳
格
性
（
例
え
ば
、「
障
害
を

与
え
る
お
そ
れ
」
に
つ
い
て
は
、「
重
大
な
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
明
ら
か
な
場
合
」
な
ど
と
限
定
的
に
解
釈
す
る
）
が
求
め
ら
れ
る
と
い
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え
よ
う
。
さ
ら
に
、
電
気
事
業
法
の
下
で
は
、
改
正
前
の
再
エ
ネ
特
措
法
施
行
規
則
六
条
と
異
な
り
、「
そ
の
他
正
当
な
理
由
」
の

具
体
的
な
内
容
が
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
、
経
済
産
業
省
令
に
お
い
て
明
示
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
（
４
）
賦
課
金
減
免
制
度
の
見
直
し

　

賦
課
金
減
免
制
度
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
認
定
を
受
け
た
電
力
多
消
費
事
業
者
に
対
す
る
賦
課
金
を
減
免
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
制
度
は
、
年
間
の
当
該
事
業
に
係
る
電
気
の
使
用
量
が
一
〇
〇
万
ｋ
Ｗ
ｈ
（
再
エ
ネ
特
措
法
施
行
令
二
条
二
項
（
二
〇

一
七
年
八
月
改
正
後
は
同
四
条
二
項
））
を
超
え
る
事
業
所
（
か
つ
、
当
該
事
業
の
年
間
電
気
使
用
量
が
当
該
事
業
所
全
体
の
年
間
電
気
使
用

量
の
五
〇
％
を
超
え
る
こ
と
）
に
つ
い
て
（
再
エ
ネ
特
措
法
施
行
規
則
二
一
条
八
項
（
二
〇
一
七
年
八
月
改
正
後
は
同
二
九
条
八
項
））、
製

造
業
と
非
製
造
業
に
分
け
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
当
該
事
業
の
売
上
高
千
円
当
た
り
の
電
気
の
使
用
量
（
ｋ
Ｗ
ｈ
）（
以
下
「
原
単

位
」
と
い
う
）
が
製
造
業
に
お
け
る
電
気
使
用
に
係
る
原
単
位
の
平
均
（
〇
・
七
）
の
八
倍
（
す
な
わ
ち
、
五
・
六
）
を
超
え
る
事
業

を
行
う
者
、
後
者
に
つ
い
て
は
そ
の
原
単
位
が
非
製
造
業
に
お
け
る
電
気
使
用
に
係
る
原
単
位
の
平
均
（
〇
・
四
）
の
一
四
倍
（
す

な
わ
ち
、
五
・
六
）
を
超
え
る
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
、
賦
課
金
を
八
割
減
免
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
改
正
前
の
再
エ
ネ
特
措

法
一
七
条）

（（（
（

）。

　

同
制
度
の
見
直
し
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
施
行
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
再
エ
ネ
特
措
法
一
七
条
一
項
に
、「
当
該
事
業
の

電
気
の
使
用
に
係
る
原
単
位
の
改
善
の
た
め
に
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
取
組
を
行
う
も
の
か
ら
の
申
請
」、「
我

が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
観
点
か
ら
」
と
の
文
言
が
加
わ
っ
た
（
二
〇
一
六
年
五
月
改
正
後
は
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
三
七
条
）。

そ
し
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
施
行
規
則
二
一
条
の
二
（
二
〇
一
七
年
八
月
改
正
後

は
同
三
〇
条
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
電
気
の
使
用
に
係
る
原
単
位
の
改
善
の
た
め
の
取
組
み
が
優
良
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
、
優
良
な
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
電
力
多
消
費
事
業
者
の
み
に
対
し
て
賦
課
金
減
免
制
度
の
適
用
を
認
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
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こ
の
改
正
に
よ
り
、
同
制
度
の
趣
旨
と
し
て
わ
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
と
い
う
観
点
が
明
示
さ
れ
、
認
定
基
準
に
当

該
事
業
の
電
気
の
使
用
に
係
る
原
単
位
の
改
善
の
た
め
の
取
組
み
を
行
う
者
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
減
免
率
に
つ
い
て
も

従
前
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
所
に
つ
い
て
賦
課
金
を
八
割
減
免
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
改
正
後
は
、
当
該
事
業
の
種
類
や
当

該
事
業
所
に
お
い
て
事
業
者
が
行
っ
て
い
る
原
単
位
の
改
善
の
た
め
の
取
組
み
状
況
を
加
味
し
て
減
免
率
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ

た
（
す
な
わ
ち
、
製
造
業
等
と
そ
れ
以
外
の
事
業
に
分
け
て
、
前
者
の
う
ち
優
良
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
は
八
割
減
免
、
同
基
準
に
適
合
し

な
い
場
合
は
四
割
減
免
、
後
者
の
う
ち
同
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
は
四
割
減
免
、
同
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
は
二
割
減
免
と
す
る
）（
改

正
再
エ
ネ
特
措
法
三
七
条
三
項
二
号
お
よ
び
同
法
施
行
令
二
条
三
項）

（（（
（

（
二
〇
一
七
年
八
月
改
正
後
は
同
四
条
三
項
））。

　

確
か
に
、
従
前
は
一
律
八
割
減
免
と
し
て
い
た
の
を
四
つ
の
減
免
率
に
細
分
化
し
た
こ
と
は
、
省
エ
ネ
の
取
組
み
を
よ
り
一
層
求

め
る
と
い
う
見
地
か
ら
は
妥
当
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
、
わ
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
と
い
う
観
点
が
政
策
上
重
要
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
根
本
的
に
、
電
力
を
多
量
に
消
費
し
て
い
る
事
業
者
に
対
し
て
賦
課
金
を
減
免
す
る
と
い
う
こ
と
が
他
の
電

力
消
費
者
と
の
間
の
公
平
性
の
確
保
と
い
う
見
地
か
ら
妥
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
り）（（（
（

、
そ
の
理
論
的

根
拠
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
電
力
多
量
消
費
事
業
者
も
受
益
者
で
あ
る
以
上
受
益
者
負
担
原
則
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
理
論
的
根
拠
の
一
つ
と
し
て
は
、
環
境
法
の
基
本
原
則
の
一
つ
で
あ
る
持
続
可
能
な
発
展）（（（
（

を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
持
続
可
能
な
発
展
の
内
容
は
、
①
「
生
態
系
の
保
全
な
ど
自
然
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
内
で
の
自
然
の
利
用
、
環
境
の
利
用
」、

②
「
世
代
間
の
衡
平
」、
③
「
南
北
間
の
衡
平
や
貧
困
の
克
服
の
よ
う
な
世
界
的
に
見
た
公
正
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
い
ず
れ

の
要
素
も
賦
課
金
減
免
制
度
の
根
拠
と
し
て
直
ち
に
は
該
当
し
そ
う
に
な
い
が
、
前
記
の
基
準
を
充
足
す
る
電
気
の
使
用
に
係
る
原

単
位
の
改
善
の
た
め
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
者
に
の
み
こ
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
環
境
容
量
の
範
囲
内
で
の

環
境
の
利
用
（
前
記
①
）
に
則
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
電
力
多
消
費
事
業
者
に
対
す
る
賦
課
金
を
減
免
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
わ
が
国
全
体
と
し
て
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
「
世
界
的
に
見
た
公
正
」
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
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う
。
持
続
可
能
な
発
展
概
念
を
採
用
し
た
リ
オ
宣
言
（
一
九
九
二
年
）
第
一
二
原
則
（「
す
べ
て
の
国
に
お
け
る
経
済
成
長
と
持
続
可
能

な
開
発
を
も
た
ら
す
よ
う
な
協
力
的
で
開
か
れ
た
国
際
経
済
シ
ス
テ
ム
を
促
進
す
る）

（（（
（

」）
に
も
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
よ
り
、

こ
の
制
度
は
「
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
健
全
な
経
済
の
発
展
を
図
り
な
が
ら
持
続
的
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
構
築
」

（
環
境
基
本
法
四
条
）
に
資
す
る
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
憲
法
一
四
条
や
二
九
条
違
反
で
あ
る
と
の
批
判
も
あ
り
得
る

が
、
財
産
に
係
る
平
等
違
反
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
合
理
的
根
拠
の
基
準
に
よ
れ
ば）（（（
（

、
わ
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
と
い
う

立
法
目
的
は
正
当
で
あ
り
、
当
該
目
的
と
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
（
減
免
率
を
四
つ
に
細
分
化
）
の
間
に
合
理
的
関
連
性
は
認
め

ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
違
憲
と
ま
で
は
評
価
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
５
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
関
す
る
考
察
を
踏
ま
え
た
わ
が
国
へ
の
示
唆

第
１
節　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
入
札
制
度
等

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
連
邦
法
の
下
で
全
米
大
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
国
の
前
記
各
州
に
お
い
て
は
、

わ
が
国
に
先
行
し
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
す
る
だ
け
で
な
く
、
入
札
制
度
も
導
入
し
（
例
え
ば
、
オ
レ
ゴ
ン
州
に
お
い
て
は
大
規
模
太
陽

光
発
電
事
業
に
つ
い
て
入
札
制
度
が
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
）、
こ
れ
に
追
随
す
る
形
で
、
わ
が
国
は
二
〇
一
二
年
七
月
か
ら
Ｆ
Ｉ

Ｔ
を
施
行
し
、
二
〇
一
六
年
五
月
の
改
正
に
よ
っ
て
二
Ｍ
Ｗ
以
上
の
大
規
模
な
事
業
用
太
陽
光
発
電
に
係
る
入
札
制
度
を
取
り
入
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
創
設
お
よ
び
改
正
の
動
向
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
お
よ
び
後
述
す
る
ド
イ
ツ
や
ス
ペ
イ
ン
）
に
お
け
る
法

制
度
か
ら
の
示
唆
を
踏
ま
え
る
と
、
全
体
的
に
み
て
妥
当
で
あ
る
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
お
い
て
は
、
電
気
事
業
者
の
接
続
義
務
に
係
る
優
先
規
定
は
存
在
し

な
い
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
前
記
の
と
お
り
、
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
に
よ
っ
て
、
電
気
事
業
者
の
接
続
義
務
に
係
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た
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こ
と
か
ら
、
わ
が
国
は
同
国
と
同
様
の
体
制
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
優
先
規
定
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ

や
ス
ペ
イ
ン
に
比
し
て
（
二
〇
一
〇
年
現
在
の
情
報
に
よ
る）

（（（
（

）、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
が
十
分
で
は
な
い
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
、
前
記
の
と
お
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
の
見
地
か
ら
同
電
気
に
係
る
優
先
接
続
が
認
め
ら
れ
る
べ
き

と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
電
力
多
消
費
事
業
者
に
対
す
る
賦
課
金
減
免
制
度
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
わ
が
国
の
賦
課
金
減
免
制
度
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
賦
課
金
減
免
制
度
の
見
直

し
に
よ
っ
て
減
免
率
が
四
つ
に
細
分
化
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
省
エ
ネ
の
取
組
み
を
よ
り
一
層
求
め
る
と
い
う
見
地
か
ら
は
妥

当
と
解
さ
れ
る
。

第
２
節　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性

　

わ
が
国
の
場
合
に
は
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
か
ら
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
移
行
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
場
合
に
は
、

前
記
各
州
の
制
度
の
検
討
お
よ
び
既
に
な
さ
れ
て
い
る
指
摘
の
と
お
り
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
Ｒ
Ｐ
Ｓ
が
「
併
存
し
て
い
る
例
が
多
い）（（（
（

」。
す
な

わ
ち
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
も
Ｆ
Ｉ
Ｔ
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
相
互
補
完
的

（com
plem

ent each other

）
と
な
り
得
る
と
さ
れ
て
お
り）（（（
（

、
そ
の
た
め
、
前
記
各
州
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
目
標
達

成
の
補
助
手
段
と
位
置
づ
け）（（（
（

」
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
に
つ
い
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に

よ
っ
て
高
い
目
標
値
を
設
定
し
、
こ
の
目
標
値
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
日
本
に
お
い
て
は
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
両
立
し
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
日
米

で
は
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
の
相
互
の
位
置
づ
け
に
差
が
あ
」
り
、「
日
本
で
は
、
政
府
の
再
エ
ネ
普
及
拡
大
に
関
す
る
目
標
値

が
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
確
か
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に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
中
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
の
将
来
目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が）（（（
（

、
あ
く

ま
で
も
計
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
計
画
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
電
気
事
業
者
に
目
標
値
の
達
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
再
導
入
し
高
い
目
標
の
達
成
を
義
務
づ
け
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
を
利
用
し
た
取
引
等
を
可
能
と
す
れ

ば
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
よ
る
目
標
を
達
成
す
る
補
完
手
段
と

し
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
（
ま
た
は
後
述
す
る
Ｆ
Ｉ
Ｐ
）
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
３
節　

地
域
特
有
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
導
入
の
妥
当
性

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
わ
が
国
で
異
な
る
の
は
、
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
再
エ
ネ
特
措
法
に
よ
っ
て
全
国
統
一
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が

導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
わ
が
国
の
場
合
に
は
条
例
の
法
律
と
の
適
合
性
の
問
題
は
発
生
し
な
い
の
に
対
し
て）（（（
（

、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
い
く
つ
か
の
州
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
し
て
い
る
た
め
、
連
邦
法
（
特
に
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
二
一
〇
条
に
基
づ
く
電
力
買
取

制
度
）
と
の
適
合
性
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
統
合
的
Ｒ
Ｐ
Ｓ
︲
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
す
る
場
合
で
も
、
前
記
の
と

お
り
連
邦
法
た
る
Ｆ
Ｐ
Ａ
や
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
専
占
（preem

ption

）
の
課
題
が
あ
る
の
で
あ
る）（（（
（

。
こ
の
点D

avies

教
授
は
、

こ
の
課
題
を
乗
り
越
え
る
方
法
と
し
て
、「
連
邦
上
の
対
応
で
州
レ
ベ
ル
に
よ
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
施
行
を
許
容
す
る
か
連
邦
レ
ベ
ル
の
Ｆ

Ｉ
Ｔ
を
設
立
す
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る）（（（
（

。
た
だ
、
前
記
の
と
お
り
複
数
の
州
で
既
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
導
入
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
る
と
、

M
orm

ann

准
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に）（（（
（

、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
州
レ
ベ
ル
で
履
行
さ
れ
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
は
連
邦
レ

ベ
ル
で
履
行
さ
れ
る
こ
と
が
現
実
的
に
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
改
正
な
ど
と
い
っ

た
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
対
応
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、Rossi
教
授
に
よ
る
「
裁
判
所
や
規
制
者
が
連
邦
法
を
上
限
で
は

な
く
下
限
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
を
許
容
し
、
連
邦
法
令
の
多
様
な
価
値
を
認
識
す
る
一
貫
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
連
邦
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
法
に
、
地
域
的
組
織
体
、
州
政
府
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
が
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
革
新
し
て
い
く
こ
と
を
奨
励
す
る
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余
地
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
指
摘）（（（
（

も
、
連
邦
法
を
上
限
で
は
な
く
下
限
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
味
で
示

唆
に
富
む
も
の
と
考
え
る
。

　

他
方
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
再
エ
ネ
特
措
法
が
存
在
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
よ
う
な
問
題
は
生
じ
に
く
い
。

た
だ
、
同
法
に
お
い
て
、
上
乗
せ
条
例
や
横
出
し
条
例
を
明
示
的
に
は
許
容
し
て
い
な
い
以
上
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
を
定
め
て

地
域
特
有
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
構
築
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
法
と
州
法

と
の
関
係
性
に
関
す
る
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
地
域
特
有
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
す
る
条
例
の
制
定
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
混

乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
現
実
的
妥
当
性
を
欠
く
と
考
え
る）（（（
（

。

む
す
び
に
代
え
て

　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
中
心
と
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
関
す
る
考
察
を
踏
ま
え
て
、
わ
が
国
へ
の

示
唆
と
し
て
、
以
下
を
指
摘
し
て
、
本
稿
の
む
す
び
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性
に
関
す
る
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
よ
っ
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
が
飽
和
状
態
に
な
っ
た
と
き
は

Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
戻
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
」
と
の
指
摘
に
つ
い
て）（（（
（

、
確
か
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
電
気
事
業
者
（
お
よ
び
ひ
い
て
は
電
力

の
消
費
者
）
に
対
す
る
負
担
を
考
慮
す
る
と
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
戻
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
前
記
の
と
お
り
、「
対
策
効
果
の
確
実
性
、
電
源
選
択
の
自
由
度
、
コ
ス
ト
削
減
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
市
場
機
能
の
活
用
、
費

用
対
効
果
、
競
争
へ
の
影
響
（
競
争
中
立
性
）
等
、
総
じ
て
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
が
優
れ
て
い
る）（（（
（

」
と
の
検
討
結
果
を
受
け
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
で

は
な
く
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
が
先
に
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
経
済
的
な
効
率
性
を
考
慮
し
つ
つ
電
気
事
業
者
が
利
用
す

べ
き
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
「
量
」
に
着
目
し
て
同
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
促
進
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
二
〇
〇
二
年
に
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Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
、「
電
力
会
社
に
対
す
る
義
務
付
け
量
が
低
」
か
っ
た）（（（
（

、「
目
標
量
が
僅

少
で
あ
っ
た）（（（
（

」
と
い
っ
た
批
判
を
受
け
て
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
か
ら
固
定
価
格
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
買
取
り
を
義
務
づ
け
る
Ｆ
Ｉ

Ｔ
に
移
行
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
飛
躍
的
に
導
入
す
る
た
め
に
は
ま
ず
Ｆ

Ｉ
Ｔ
を
導
入
し
、
後
に
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
移
行
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た）（（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
近
隣
国
で

あ
る
韓
国
で
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
先
に
導
入
さ
れ
そ
の
後
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
移
行
し
た
。
し
か
し
、「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
導
入
の
結
果
、
基
金
の
財
源
が

逼
迫
し
た）（（（
（

」
と
の
問
題
点
が
発
生
し
た
し
、
も
し
先
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
し
た
場
合
に
は
、
電
力
会
社
に
対
す
る
系
統
増
強
な
ど
の
負

担
や
終
局
的
に
は
賦
課
金
に
よ
る
電
力
の
消
費
者
に
対
す
る
負
担
が
過
大
に
な
る
こ
と
な
ど
の
問
題
の
発
生
も
あ
り
得
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
す
る
と
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
よ
っ
て
ま
ず
は
基
準
利
用
量
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
を
義
務
づ
け
た
う
え
で
、
そ
の
後
に
飛

躍
的
な
導
入
の
た
め
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
し
た
と
い
う
わ
が
国
の
選
択
が
必
ず
し
も
不
当
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
や
背
景
を
踏
ま
え
る
と
、
一
旦
導
入
し
た
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
廃
止
し
て
再
び
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

は
立
法
政
策
上
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
た
ス
ペ
イ
ン
や
ド
イ
ツ）（（（
（

は
先
進
的
に
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
導
入
し
て
い
る
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
国
で
あ
り）（（（
（

、
こ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
Ｆ

Ｉ
Ｔ
が
相
当
に
機
能
し
た
こ
と
も
参
考
に
な
る
。
そ
こ
で
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
か
ら
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
全
体
的
に
戻
る
と
い
う
よ
り
も
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
再

導
入
し
た
う
え
で）（（（
（

、（
各
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
う
ち
一
部
で
は
あ
っ
て
も
）
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
補
完
手

段
と
し
て
位
置
づ
け
る
（
両
者
の
関
係
を
相
互
補
完
的
に
と
ら
え
る）

（（（
（

）
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
か
Ｒ
Ｐ
Ｓ
か
を
二

者
択
一
的
に
議
論
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
併
存
的
に
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）（（（
（

。
そ
の
意
味
で
、

D
avies

教
授
の
主
張
す
る
統
合
的
Ｒ
Ｐ
Ｓ
︲
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
示
唆
に
富
む
も
の
と
考
え
る）（（（
（

。
も
っ
と
も
、
諸
外
国
と
同
様
に
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ

に
対
し
て
は
一
定
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
は
一
九
九
四
年
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
導
入
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
に
様
々
な
問
題
点
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
力
の
買
取
費
用
の
増
加
な
ど
）
が
発
生
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り）（（（
（

、
二
〇
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一
四
年
に
は
、「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
は
破
棄
さ
れ
、
新
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
、
新
制
度
の
下
で
は
新
規
設
備
に
つ

い
て
入
札
制
度
が
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、「
新
規
設
備
に
つ
い
て
、
段
階
的
に
卸
電
力
市
場

で
の
電
力
直
接
販
売
と
プ
レ
ミ
ア
ム
付
与
の
適
用
を
義
務
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
七
年
ま
で
に
新
規
設
備
に
適

用
す
る
支
援
水
準
を
入
札
に
よ
り
決
定
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
前
記
の
と
お
り
、
わ
が
国
の

Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
お
い
て
も
複
数
の
実
務
上
の
問
題
点
が
発
生
し
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
近
時
の
改
正
法
が
制
定
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、

ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
経
験
を
踏
ま
え
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
単
体
の
制
度
を
永
続
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
二
〇
一
六
年
五
月
の
改
正
で
導
入
さ
れ
た
入
札
制
度
の
適
用
対
象
の
拡
大
や
Ｆ
Ｉ
Ｐ
（
市
場
プ
レ
ミ
ア
ム

制
度
）（「
電
力
料
金
に
上
乗
せ
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
を
固
定
す
る
方
式
（
総
額
は
固
定
さ
れ
ず
、
電
力
料
金
の
変
動
に
応
じ
て
変
動
す
る）

（（（
（

）」
な

ど
）
の
導
入
な
ど
、
将
来
的
に
は
さ
ら
な
る
制
度
の
見
直
し
も
予
期
さ
れ
る
。「
長
期
的
に
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
は
、
市
場
プ
レ
ミ
ア

ム
制
度
や
競
争
入
札
制
度
の
よ
う
な
よ
り
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
し
た
制
度
に
移
行
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
の
指
摘
も
な
さ

れ
て
い
る）（（（
（

。
た
だ
、
他
の
国
々
に
比
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
量
・
導
入
割
合
に
後
れ
を
取
っ
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
再
エ
ネ
特
措
法
の
制
定
に
よ
り
二
〇
一
二
年
七
月
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
十
分
に
長
い
期
間
が
経
過
し
た
と
は
必
ず
し

も
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
他
国
に
お
い
て
発
生
し
た
問
題
点
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
わ
が
国

に
お
け
る
社
会
情
勢
に
応
じ
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
対
し
て
注
意
深
く
必
要
な
調
整
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て）（（（
（

、
制
度
を
安
定
的
に
維
持
・
発

展
さ
せ）（（（
（

、
も
っ
て
低
炭
素
社
会
の
実
現
を
図
る
べ
き
と
考
え
る
。
そ
の
際
の
検
討
事
項
の
一
つ
と
し
て
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
再
導
入
し
た
う

え
で
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
な
い
し
は
Ｆ
Ｉ
Ｐ
を
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
補
完
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
両
者
の
統
合
化
な
い
し
は
協

働
化
を
図
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る）（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
は
技
巧
的
に
過
ぎ
る
と
の
批
判
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
に
お
け
る
前
記
各
州
の
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、
検
討
す
る
価
値
の
あ
る
選
択
肢
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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［
追
記
］
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
課
題
番
号
：JP16K

03443

お
よ
びJP15K

07829

）
に
よ
る
研
究
助
成
を
受
け

た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

本
稿
投
稿
（
二
〇
一
七
年
四
月
五
日
）
後
、
二
〇
一
七
年
八
月
に
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
施
行
令
や
同
法
施
行
規
則
が
改
正
さ
れ
る
な

ど
、
多
く
の
情
報
が
更
新
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
稿
投
稿
後
に
、
草
薙
真
一

『
米
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
の
研
究
―
経
済
規
制
と
環
境
規
制
の
法
と
政
策
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
一
七
年
五
月
）
お
よ
び
高
村
ゆ
か
り
「
電

気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
）
の
二
〇
一
六
年
改
正
の
評
価
と
再
エ
ネ

法
政
策
の
今
後
の
課
題
」
環
境
法
研
究
（
大
塚
直
責
任
編
集
、
信
山
社
）
六
号
一
八
一
頁
（
二
〇
一
七
年
七
月
）
に
接
し
た
。

（
174
）　16 U

.S.C. 

§§ 824d, 824e. Public U
tility D

ist. N
o. 1 of Snohom

ish County W
ashington v. FERC, 471 F.3d 1053, at 

1058 (9th Cir. 2006). M
organ Stanley Capital Group, Inc. v. Pub. U

til. D
ist. N

o. 1, 554 U
.S. 527, 128 S. Ct. 2733 (2008). 

471 F.3d 1053

は
、554 U

.S. 527
を
受
け
て
、
後
に
破
棄
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。Pub. U

til. D
ist. N

o. 1. v. FERC, 547 
F.3d 1081 (9th Cir. 2008). See Steven Ferrey, Sale of E

lectricity, in L
A

W O
F C

LEA
N E

N
ERGY (supra note 17), at 229, 239.

（
175
）　Cal. Pub. U

til. Com
m

ʼn, 132 FERC ¶
 61,047, at 64 (July 15, 2010). 

そ
の
後
の
Ｃ
Ｐ
Ｕ
Ｃ
に
よ
る
釈
明
（clarification

）

お
よ
び
再
審
理
（rehearing

）
の
申
立
て
に
係
る
手
続
き
に
つ
い
て
は
、Cal. Pub. U

til. Com
m

ʼn, 132 FERC ¶
 61,059, at 2, 20 

(O
ctober 21, 2010). 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
稿
に
詳
し
い
。Rossi, supra note 67, at 250-51; Rossi and H

utton, supra 
note 106, at 437-38; Frank R. Lindh and T

hom
as W

. Bone Jr., State Jurisdiction over D
istributed G

enerators, 34 
Energy L.J. 499, at 522-24 (2013). 

こ
れ
に
よ
る
と
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
枠
組
み
か

ら
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
価
格
は
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
回
避
費
用
の
上
限
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断

し
た
。
こ
の
た
め
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
下
で
発
生
す
る
取
引
は
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
価
格
規
制
内
に
収
ま
る
転
売
の
た
め
の
売
電
ま
た
は
卸
売
取
引
に
な

る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。Rossi and H

utton, supra note 106, at 438.

（
176
）　In re Connecticut Light &

 Pow
er Co., 71 FERC ¶

 61,035, at 61,153 (1995); Ferrey, supra note 174, at 231. 

こ
の

点
に
関
す
る
和
文
文
献
と
し
て
、
富
田
・
水
村
・
前
掲
注
（
120
）
三
六
頁
な
い
し
三
七
頁
参
照
。
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（
177
）　See Cal. Pub. U

til. Com
m

ʼn, supra note 175; Lindh and Bone, supra note 175, at 523; M
ichael D

orsi, Clean 
E

nergy Pricing and Federalism
: Legal O

bstacles and O
ptions for Feed-in T

ariffs, 35 E
N

V
IRO

N
S E

N
V

T
L. L. &

 P
O

LʼY J. 
173 (2012), at 199-200.

（
178
）　See D

orsi, supra note 177, at 202. 

富
田
・
水
村
・
前
掲
注
（
120
）
三
五
頁
な
い
し
三
六
頁
も
参
照
。

（
179
）　Rossi, supra note 67, at 265.

（
180
）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
103
）
ⅱ
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
181
）　N

A
T

ʼL A
SSʼN O

F R
EG. U

T
IL. C

O
M

M
ʼRS, Feed-in T

ariffs (FIT
): Frequently A

sked Q
uestions for State U

tility 
Com

m
issions (2010), at 2, available at  http://pubs.naruc.org/pub/536E2E36-2354-D

714-51A
C-C9C1D

A
D

E08F6 (last 
visited on A

pr. 3, 2017); see also Lincoln L. D
avies &

 K
irsten A

llen, Feed-In T
ariffs in T

urm
oil, 116 W

. V
A

. L. R
EV

. 
937, at 939 (2014); A

n em
ail from

 M
r. D

ouglas A
. Codiga, Esq. to H

iroshi K
obayashi (Feb. 12, 2017). 

（
182
）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
103
）
七
頁
（
二
〇
一
一
年
）。See also K

arlynn Cory et al., Feed-in T
ariff Policy: D

esign, 
Im

plem
entation, and R

PS Policy Interactions (N
A

T
ʼL R

EN
EW

A
BLE E

N
ERGY L

A
B., 2009), at 8-10, 13, available at http://

w
w

w
.nrel.gov/docs/fy09osti/45549.pdf (last visited on A

pr. 3, 2017). 

（
183
）　See D

orsi, supra note 177, at 202. 

（
184
）　Id. at 196, 202. See also M

otl, supra note 66, at 744, 766-67.

（
185
）　Lincoln L. D

avies, R
econciling R

enew
able Portfolio Standards and Feed-in T

ariffs, 32 U
T

A
H E

N
V

T
L. L. R

EV. 311, 
at 313, 353-57 (2012). D

avies

教
授
は
、
“unified RPS-FIT

”, 

“com
bined RPS- FIT

”, 

“hybrid RPS-FIT

” 

等
の
表
現
を
用
い

て
い
る
と
こ
ろ(Id. at 354, 355, 361)

、
筆
者
は
、
本
稿
に
お
い
て
「
統
合
」
と
和
訳
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
両
者
の
協
働
と
い
う
意
味

に
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

（
186
）　Id. at 332.

（
187
）　Id. at 361.

（
188
）　M

orm
ann, supra note 2, at 1627.

（
189
）　Id. at 1628.
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（
190
）　Id. at 1628, 1681.

（
191
）　Id. at 1628, 1658-89, 1681.

（
192
）　Id. at 1680-81. M

orm
ann

准
教
授
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、H

annah J. W
isem

an, Clean E
nergy Incentives: 

R
isk, Capture, and Federalism

, 67 F
LA. L. R

EV. F. 161 (2016). 

こ
れ
はM

orm
ann

准
教
授
の
前
記
論
稿
（supra note 2

）
の

レ
ビ
ュ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
193
）　See M

otl, supra note 66, at 758.

（
194
）　CPU

C, supra note 158 (R
PS Program

 O
verview

).

（
195
）　

本
章
第
１
節
お
よ
び
第
２
節
は
、
拙
稿
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
に
関
す
る
最
近
の
動
向
―
特

別
措
置
法
の
改
正
を
中
心
に
―
」
信
州
大
学
経
法
論
集
一
号
四
八
三
頁
（
二
〇
一
七
年
）
に
拠
っ
て
、
こ
れ
に
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
記
述
に
一
部
重
複
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
196
）　

経
済
産
業
省
・
前
掲
注
（
7
）
一
七
三
頁
。

（
197
）　

経
済
産
業
省
・
前
掲
注
（
7
）
一
七
三
頁
。

（
198
）　

大
塚
・
前
掲
注
（
11
）
一
六
六
頁
参
照
。

（
199
）　

経
済
産
業
省
「
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
」（
二
〇
一
四
年
四
月
）<http://w

w
w

.m
eti.go.jp/pr

ess/2014/04/20140411001/20140411001.htm
l>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
200
）　
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」（
二
〇
一
四
年
四
月
）
三
七
頁
。

（
201
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
会
新
市
場
拡
大
措
置
検
討
小
委
員
会
「
新
市
場
拡
大
措
置
検
討
小
委
員
会
報
告

書
」（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
一
八
頁<http://w

w
w

.m
eti.go.jp/report/dow

nloadfiles/g11219ej.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇

一
七
年
四
月
三
日
）。

（
202
）　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
利
用
義
務
の
履
行
方
法
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
を
選
択
で
き
る
と
さ
れ
た
。
大
塚
・
前
掲
注

（
11
）
一
六
七
頁
参
照
。

（
203
）　

竹
内
純
子
「
再
エ
ネ
普
及
政
策
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
─
─
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
見
直
し
の
経
緯
と
概
要
」
環
境
管
理
五
二
巻
七
号
七
七
頁
（
二

〇
一
六
年
）。
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（
204
）　

武
川
丈
士
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
全
量
固
定
価
格
買
取
制
度
に
つ
い
て
」
企
業
会
計
六
三
巻
六
号
一
五
七
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

大
平
佳
男
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
制
度
設
計
と
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
の
再
検
討
に
関
す
る
一
考
察
」
環
境
経
済
・
政
策
研
究
四
巻
一
号
七
四
頁
（
二
〇

一
一
年
）
も
参
照
。

（
205
）　

東
京
電
力
株
式
会
社
「
太
陽
光
発
電
の
余
剰
電
力
買
取
制
度
に
つ
い
て
」<http://w

w
w

.tepco.co.jp/e-rates/individual/
shin-ene/taiyoukou/fukakin-j.htm

l>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
参
照
。

（
206
）　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
法
の
う
ち
一
定
の
規
定
は
当
分
の
間
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
の
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
（
再
エ
ネ
特
措
法
附

則
一
二
条
）、
か
か
る
経
過
措
置
は
平
成
二
九
年
度
か
ら
平
成
三
三
年
度
ま
で
の
五
年
間
で
廃
止
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
一
定

の
設
備
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
へ
の
移
行
が
認
め
ら
れ
る
）。
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
資
料
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
係
る
制
度
改
革
に

つ
い
て
」（
二
〇
一
六
年
六
月
）（
以
下
「
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
」
と
い
う
）
三
五
頁<http://w

w
w

.hkd.m
eti.go.jp/

hokne/20160613/saiseienergy.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
207
）　

前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
五
頁
。

（
208
）　

前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
七
頁
。

（
209
）　

経
済
産
業
省
資
料
「『
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
）
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
』
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
」（
二
〇
一
六
年
六
月
三
日
）<http://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2016/06/20160603009/

20160603009.htm
l>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
210
）　
「
賦
課
金
の
上
昇
」
に
つ
い
て
は
、
寺
林
暁
良
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
固
定
価
格
買
取
制
度
の
運
用
状
況
（
３
）
～
二
〇
一
六
年

四
月
の
買
取
価
格
改
定
と
今
後
の
注
目
点
～
」
金
融
市
場
二
七
巻
五
号
二
二
頁
な
い
し
二
三
頁
（
二
〇
一
六
年
五
月
）
参
照
。

（
211
）　

経
済
産
業
省
・
前
掲
注
（
209
）
参
照
。

（
212
）　

二
〇
一
六
年
五
月
改
正
に
関
し
て
は
、
同
調
査
会
基
本
政
策
分
科
会
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
促
進
関
連
制
度
改
革
小
委
員
会

「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
促
進
関
連
制
度
改
革
小
委
員
会
報
告
書
」（
二
〇
一
六
年
二
月
）<http://w

w
w

.m
eti.go.jp/

com
m

ittee/sougouenergy/kihonseisaku/saisei_kanou/pdf/report_01_01.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）

参
照
。
同
報
告
書
二
頁
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
見
直
し
の
目
的
と
し
て
、「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
限
の
導
入
と
国
民
負
担
の
抑

制
の
両
立
を
図
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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（
213
）　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
改
正
に
関
す
る
最
近
の
論
稿
・
記
事
等
と
し
て
、
諸
富
徹
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
量
導
入
と
電
力
シ
ス
テ
ム
改

革
」
環
境
情
報
科
学
四
五
巻
一
号
三
頁
（
二
〇
一
六
年
）、
川
本
周
「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
下
に
お
け
る
固
定
価
格
買
取
制
度
見
直
し
の

動
向
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
六
七
号
七
四
頁
（
二
〇
一
六
年
二
月
）、
山
家
美
歩
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
課
題
と
現
状
に
つ
い
て
」

環
境
技
術
四
五
巻
四
号
一
七
一
頁
（
二
〇
一
六
年
四
月
）、
寺
林
・
前
掲
注
（
210
）
二
〇
頁
、
南
野
彰
「『
太
陽
光
バ
ブ
ル
』
潰
し
の
改
正

Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
│
│
中
小
企
業
の
淘
汰
や
再
編
が
加
速
」
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
九
四
巻
二
六
号
八
四
頁
（
二
〇
一
六
年
六
月
）、
髙
村
ゆ
か
り
「
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
法
政
策
│
│
日
本
の
現
状
と
課
題
」
環
境
三
学
会
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
（
二
〇
一
六
年
七
月
）、
竹

内
・
前
掲
注
（
203
）
七
六
頁
（
二
〇
一
六
年
七
月
）、
大
西
一
成
「
再
エ
ネ
特
措
法
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
）
の
平
成
二
八
年
改
正
」（
二
〇
一
六
年

八
月
）<https://w

w
w

.am
t-law

.com
/pdf/bulletins10_pdf/160824.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）、
水
上
貴
央

『
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
法
律
と
実
務
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
三
八
頁
お
よ
び
四
二
三
頁
、
第
一
東
京
弁
護
士

会
環
境
保
全
対
策
委
員
会
編
『
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
務
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
等
参
照
。

（
214
）　

第
一
東
京
弁
護
士
会
環
境
保
全
対
策
委
員
会
・
前
掲
注
（
213
）
七
八
頁
な
い
し
七
九
頁
参
照
。

（
215
）　

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
第
七
号
に
基
づ
き
、
経

済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
種
類
及
び
電
気
事
業
者
を
指
定
す
る
告
示
（
平
成
二
五
年
七
月
一
二
日
経

済
産
業
省
告
示
第
一
七
二
号
（
最
終
改
正
平
成
二
六
年
一
二
月
二
二
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
五
五
号
））<http://w

w
w

.enecho.
m

eti.go.jp/category/saving_and_new
/saiene/kaitori/dl/2014hourei05.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
216
）　

詳
し
く
は
、
拙
稿
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
に
お
け
る
新
た
な
出
力
抑
制
ル
ー
ル
等
に
つ
い
て
」
環
境
管
理

五
二
巻
二
号
八
〇
頁
な
い
し
八
一
頁
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
接
続
保
留
と
指
定
電
気
事
業
者
制
度
に
つ
い
て
は
、
水
上
・
前
掲
注

（
213
）
三
六
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
217
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
「
固
定
価
格
買
取
制
度
の
運
用
見
直
し
等
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
五
年
一
月
二
二
日
）
五
頁<http://w

w
w

.
m

eti.go.jp/press/2014/01/20150122002/20150122002-3.pdf>
、
四
国
電
力
株
式
会
社
「
指
定
電
気
事
業
者
制
度
下
に
お
け
る
太

陽
光
発
電
設
備
の
出
力
制
御
見
通
し
の
提
示
に
つ
い
て
」<http://w

w
w

.yonden.co.jp/energy/n_ene_kounyu/renew
able/

syutsuryoku_seigyo.htm
l>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
218
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
と
関
連
告
示
を
公
布
し
ま
し
た
～
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再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
限
導
入
に
向
け
た
固
定
価
格
買
取
制
度
の
運
用
見
直
し
～
」（
二
〇
一
五
年
一
月
二
二
日
）<http://

w
w

w
.m

eti.go.jp/press/2014/01/20150122002/20150122002-1.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。
こ
の
施
行
は

原
則
と
し
て
二
〇
一
五
年
一
月
二
六
日
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
既
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ

に
対
す
る
言
及
を
割
愛
す
る
。
拙
稿
・
前
掲
注
（
216
）
七
九
頁
参
照
。
な
お
、「
出
力
制
御
を
受
け
る
発
電
事
業
者
間
の
公
平
性
」
お
よ

び
「
効
率
的
な
出
力
制
御
の
た
め
の
柔
軟
性
」
の
確
保
の
見
地
か
ら
、
指
針
が
定
め
ら
れ
た
。
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
部
「
出
力
制
御
の
公
平
性
の
確
保
に
係
る
指
針
」（
二
〇
一
七
年
三
月
）。

（
219
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
・
前
掲
注
（
218
）（
二
〇
一
五
年
）。

（
220
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
「
小
売
全
面
自
由
化
に
向
け
た
固
定
価
格
買
取
制
度
の
運
用
見
直
し
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
五
年
一
一
月
（
一

二
月
九
日
更
新
））<http://w

w
w

.enecho.m
eti.go.jp/category/saving_and_new

/saiene/kaitori/dl/kouri_free/20151125.
pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）、
第
一
東
京
弁
護
士
会
環
境
保
全
対
策
委
員
会
・
前
掲
注
（
213
）
八
四
頁
な
い
し
八
五

頁
参
照
。

（
221
）　

経
済
産
業
省
資
料
「『
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
）
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
』
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
」（
二
〇
一
六
年
六
月
三
日
）<http://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2016/06/20160603009/

20160603009.htm
l>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。
改
正
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
髙
村
・
前
掲
注
（
213
）
二
一
頁
参
照
。

（
222
）　

本
節
第
１
款
お
よ
び
第
２
款
の
記
述
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
195
）
に
拠
っ
て
、
こ
れ
に
修
正
・
加
筆
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
223
）　

二
〇
一
六
年
五
月
改
正
前
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
概
要
を
述
べ
る
に
留
め
、
第

２
款
に
お
い
て
改
正
後
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
内
容
を
考
察
す
る
。
拙
稿
・
前
掲
注
（
12
）
参
照
。

　
　

な
お
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
他
に
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
支
援
す
る
制
度
と
し
て
、「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
貸
付
（
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
）」、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
負
荷
低
減
推
進
税
制
（
グ
リ
ー
ン
投
資
減
税
）」、「
住
宅
省
エ
ネ
リ
フ
ォ
ー
ム
減
税
（
投
資
型
）」、

「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
（
固
定
資
産
税
）」、「
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
措
置
」、「
バ

イ
オ
燃
料
製
造
事
業
者
が
取
得
し
た
、
バ
イ
オ
燃
料
製
造
設
備
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
（
バ
イ
オ
ガ
ス
・
木
質
固
形
燃
料
・
バ
イ

オ
エ
タ
ノ
ー
ル
・
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
）」、「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
者
支
援
事
業
費
補
助
金
」、「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
・

熱
自
立
的
普
及
促
進
事
業
」、「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
導
入
基
盤
整
備
支
援
事
業
（
避
難
解
除
区
域
等
支
援
事
業
）」、「
農
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山
漁
村
振
興
交
付
金
（
農
山
漁
村
活
性
化
整
備
対
策
）」
な
ど
が
あ
る
。
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
）

「
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
支
援
施
策
検
索
結
果
一
覧
」<http://new
-energy-guide.jp/state-support/search>

（
最
終
閲

覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
参
照
。

（
224
）　

調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
「
平
成
二
九
年
度
以
降
の
調
達
価
格
等
に
関
す
る
意
見
」（
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
三
日
）
別
添
参
考
資

料<http://w
w

w
.m

eti.go.jp/report/w
hitepaper/data/pdf/20161219002_01.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）

お
よ
び
経
済
産
業
省
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
成
二
九
年
度
の
買
取
価
格
・
賦
課
金
単
価
等
を
決
定
し
ま
し
た
」（
二
〇
一
七
年
三

月
一
四
日
）<http://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2016/03/20170314005/20170314005.htm

l> 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月

三
日
）
参
照
。

（
225
）　

前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
一
九
頁
。

（
226
）　

前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
一
頁
、
一
九
頁
お
よ
び
二
四
頁
。

（
227
）　

賦
課
金
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
水
上
・
前
掲
注
（
213
）
三
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
228
）　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
基
本
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
三
八
頁
な
い
し
四
〇
頁
参
照
。

（
229
）　

入
札
プ
ロ
セ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
二
一
頁
お
よ
び
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
「
改
正

Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
に
関
す
る
直
前
説
明
会
」（
二
〇
一
七
年
二
・
三
月
）
二
五
頁
以
下<http://w

w
w

.enecho.m
eti.go.jp/category/

saving_and_new
/saiene/kaitori/dl/kaisei/fit_2017setsum

ei.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）（
以
下
「
資
源

エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
直
前
説
明
会
資
料
」
と
い
う
）
参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
入
札
参
加
者
に
対
す
る
第
一
次
保
証
金
、
落
札
者
に
対
す
る
第

二
次
保
証
金
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
同
二
九
頁
。

（
230
）　

前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
二
一
頁
。

（
231
）　

調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
・
前
掲
注
（
224
）
五
一
頁
。

（
232
）　

調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
・
前
掲
注
（
224
）
五
二
頁
。

（
233
）　

調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
・
前
掲
注
（
224
）
五
三
頁
。

（
234
）　

調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
・
前
掲
注
（
224
）
五
三
頁
。

（
235
）　

調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
・
前
掲
注
（
224
）
五
五
頁
。
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（
236
）　

調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
・
前
掲
注
（
224
）
五
五
頁
。

（
237
）　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
に
は
「
風
力
、
太
陽
光
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
新
規
の
発
電
設
備
」
に
つ
い
て
入
札
制
度
が

導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
も
っ
と
も
、
水
力
や
地
熱
に
つ
い
て
は
入
札
制
度
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、「
設
備
容
量
七
五
〇
ｋ
Ｗ
（
キ

ロ
ワ
ッ
ト
）
未
満
（
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
に
つ
い
て
は
一
五
〇
ｋ
Ｗ
未
満
）
の
小
規
模
施
設
も
入
札
制
か
ら
除
外
さ
れ
る
」）
と
さ
れ
て
い

る
。
渡
辺
富
久
子
「【
ド
イ
ツ
】
二
〇
一
七
年
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
」
外
国
の
立
法
二
七
〇
︲
一
号
一
二
頁
な
い
し
一
三
頁
（
二
〇

一
七
年
）。
諸
富
・
前
掲
注
（
213
）
七
頁
も
参
照
。

（
238
）　

経
済
産
業
省
「
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
い
ま
：
政
策
の
視
座
」<http://w

w
w

.m
eti.go.jp/policy/energy_environm

ent/
energy_policy/energy2014/seisaku/index.htm

l>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
239
）　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
促
進
関
連
制
度
改
革
小
委
員
会
・
前
掲
注
（
212
）
四
頁
も
参
照
。 

（
240
）　

南
野
・
前
掲
注
（
213
）
八
五
頁
。
寺
林
・
前
掲
注
（
210
）
二
二
頁
も
参
照
。
入
札
制
度
に
関
す
る
問
題
点
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
水

上
・
前
掲
注
（
213
）
四
〇
頁
な
い
し
四
一
頁
お
よ
び
四
五
二
頁
な
い
し
四
五
四
頁
も
参
照
。

（
241
）　

そ
の
他
に
改
正
再
エ
ネ
特
措
法
の
内
容
と
し
て
、
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
に
関
す
る
規
定
も
重
要
で
は
あ
る
が
（
同
法
二

一
条
以
下
）、
本
稿
に
お
け
る
問
題
意
識
と
の
関
連
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
言
及
を
割
愛
す
る
。

（
242
）　

前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
七
頁
お
よ
び
前
掲
注
（
229
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
直
前
説
明
会
資
料
七
頁
。
新

認
定
制
度
に
対
し
て
は
、「
中
小
発
電
事
業
者
が
よ
り
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
」
と
の
指
摘

も
あ
る
。
南
野
・
前
掲
注
（
213
）
八
五
頁
。
水
上
・
前
掲
注
（
213
）
四
五
〇
頁
も
参
照
。

（
243
）　

各
認
定
基
準
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
「『
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る

特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
』
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
六
年
七
月
二
九
日
）（
以
下
「
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
規
則
解

説
」
と
い
う
）<http://w

w
w

.enecho.m
eti.go.jp/category/saving_and_new

/saiene/kaitori/dl/kaisei/kaisei_syorei.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
も
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
各
基
準

の
検
討
は
割
愛
す
る
。
拙
稿
・
前
掲
注
（
195
）
参
照
。

（
244
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
資
料
「
平
成
二
九
年
四
月
一
日
か
ら
固
定
価
格
買
取
制
度
が
変
わ
り
ま
す
」（
二
〇
一
六
年
五
月
二
五
日
）

<http://w
w

w
.m

eti.go.jp/press/2016/05/20160525005/20160525005.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）、
前
掲
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注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
一
三
頁
お
よ
び
前
掲
注
（
229
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
直
前
説
明
会
資
料
一
四
頁
。

（
245
）　

前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
一
頁
。
水
上
・
前
掲
注
（
213
）
四
四
一
頁
も
参
照
。

（
246
）　

経
済
産
業
省
・
前
掲
注
（
209
）。

（
247
）　

前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
二
六
頁
。

（
248
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
資
料
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
）
の
改
正
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
六
年

六
月
）
三
枚
目<http://w

w
w

.enecho.m
eti.go.jp/category/saving_and_new

/saiene/kaitori/dl/kaisei/fit_0607.pdf>

（
最

終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
参
照
。

（
249
）　

水
上
貴
央
（
監
修
）・
江
口
智
子
・
佐
藤
康
之
（
編
集
幹
事
）『
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
│
│
開
発
・
運
用
に
か
か
わ
る
法
規
と
実
務

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
エ
ヌ
・
テ
ィ
ー
・
エ
ス
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
一
五
一
頁
（
水
上
貴
央
）。

（
250
）　

寺
林
・
前
掲
注
（
210
）
二
三
頁
。

（
251
）　

水
上
・
前
掲
注
（
213
）
四
〇
頁
。
同
四
五
〇
頁
な
い
し
四
五
一
頁
も
参
照
。

（
252
）　

詳
し
く
は
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
七
月
）
三
〇
頁
以

下<http://w
w

w
.enecho.m

eti.go.jp/category/saving_and_new
/saiene/kaitori/dl/120522setsum

ei.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：

二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
参
照
。

（
253
）　

詳
し
く
は
、
前
掲
注
（
206
）
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
制
度
改
革
資
料
三
四
頁
お
よ
び
同
「
賦
課
金
減
免
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
」

（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
二
頁
以
下<http://w

w
w

.enecho.m
eti.go.jp/category/saving_and_new

/saiene/kaitori/dl/kaisei/
gen_gaiyou.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
参
照
。

（
254
）　

第
一
九
〇
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第
二
五
号
三
頁
（
二
〇
一
六
年
四
月
一
九
日
）（
本
村
賢
太
郎
）
参
照
。

（
255
）　

大
塚
・
前
掲
注
（
11
）
四
八
頁
参
照
。

（
256
）　

大
塚
・
前
掲
注
（
11
）
四
九
頁
。

（
257
）　

リ
オ
宣
言
の
和
訳
は
、
環
境
省
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ<https://w

w
w

.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref_05_1.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
参
照
。

（
258
）　

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
（
補
訂
）『
憲
法
第
六
版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
一
三
二
頁
参
照
。
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（
259
）　

西
川
珠
子
「
米
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
推
進
策
～
望
ま
し
い
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
あ
り
方
と
は
～
」
み
ず
ほ
総
研

論
集
二
〇
一
一
年
Ⅲ
号
七
七
頁<https://w

w
w

.m
izuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/argum

ent/m
ron1109-4.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
260
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
電
力
・
ガ
ス
事
業
部
「
海
外
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
源
に
係
る
優
先
規
定
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
」（
二

〇
一
〇
年
）
三
頁<http://w

w
w

.m
eti.go.jp/com

m
ittee/sum

m
ary/0004671/006_02_00.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年

四
月
三
日
）。

（
261
）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
103
）
ⅱ
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
262
）　N

A
T

ʼL A
SSʼN O

F R
EG. U

T
IL. C

O
M

M
ʼRS, supra note 181, at 2; see also D

avies &
 A

llen, supra note 181, at 939.

（
263
）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
103
）
七
頁
（
二
〇
一
一
年
）。See also Cory et al., supra note 182, at 8-10, 13.

（
264
）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
103
）
一
六
頁
な
い
し
一
七
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
265
）　

二
〇
一
四
年
四
月
に
新
し
い
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
が
策
定
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
策
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本

計
画
に
お
い
て
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
を
二
〇
三
〇
年
に
は
二
一
％
ま
で
増
加
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
経
済
産
業
省
資
料
「
現
行

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
内
訳
及
び
設
定
根
拠
」（
二
〇
一
四
年
三
月
）
一
頁

<https://w
w

w
.jim

in.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf159_3.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。
そ
の
後
、
二
〇

一
五
年
七
月
に
策
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
と
二
〇
三
〇
年
度
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
を
二
二
～
二
四
％
程
度

に
増
加
さ
せ
る
目
標
が
定
め
ら
れ
た
。
経
済
産
業
省
・
前
掲
注
（
9
）。

（
266
）　

た
だ
し
、
条
例
で
地
方
公
共
団
体
特
有
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
す
る
場
合
に
は
、
再
エ
ネ
特
措
法
と
の
適
合
性
の
問
題
が
発
生
し
得
る
で

あ
ろ
う
。
再
エ
ネ
特
措
法
は
、
例
え
ば
環
境
影
響
評
価
法
六
一
条
や
大
気
汚
染
防
止
法
三
二
条
等
の
よ
う
な
条
例
と
の
関
係
を
定
め
る
規

定
を
置
い
て
い
な
い
。

（
267
）　

Ｆ
Ｐ
Ａ
お
よ
び
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
専
占
の
問
題
を
詳
細
に
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、Scott H

em
pling et al., R

enew
able 

E
nergy Prices in State-Level Feed-in T

ariffs: Federal Law
 Constraints and Possible Solutions (N

A
T

ʼL R
EN

EW
A

BLE 

E
N

ERGY L
A

B., 2010), available at http://w
w

w
.nrel.gov/docs/fy10osti/47408.pdf (last visited on A

pr. 3, 2017).

（
268
）　D

avies, supra note 185, at 360. 
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（
269
）　M

orm
ann, supra note 2, at 1680-81.

（
270
）　Rossi, supra note 67, at 266.

（
271
）　

も
っ
と
も
、
当
該
条
例
が
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
は
異
な
る
補
助
金
な
ど
の
支
援
制
度
を
設
け
る
場
合
に
は
再
エ
ネ
特
措
法
へ
の
抵
触
の
問
題
は

発
生
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
272
）　

大
塚
・
前
掲
注
（
13
）
四
六
頁
。
ま
た
、
佐
藤
・
前
掲
注
（
72
）
二
四
頁
（
二
〇
一
三
年
）
は
「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
の
再
導
入
」
な
ど
の

検
討
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
、
髙
井
幹
夫
「
欧
米
諸
国
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
と
そ
の
課
題
」
海
外
電
力
五

七
巻
三
号
二
七
頁
（
二
〇
一
五
年
）
は
「
市
場
プ
レ
ミ
ア
ム
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｐ
）
や
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
さ
ら
に
は
再
エ
ネ
利
用
基
準
（
Ｒ
Ｐ

Ｓ
）
な
ど
の
市
場
原
理
に
基
づ
く
方
式
に
切
り
替
え
る
こ
と
」
な
ど
を
主
張
す
る
。
い
ず
れ
も
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
273
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
会
新
市
場
拡
大
措
置
検
討
小
委
員
会
・
前
掲
注
（
201
）
一
八
頁
。

（
274
）　

武
川
・
前
掲
注
（
204
）
一
五
七
頁
。

（
275
）　

大
塚
直
『
環
境
法Basic
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
三
七
八
頁
。
大
塚
・
前
掲
注
（
13
）
四
四
頁
も
参
照
。

（
276
）　

大
塚
・
前
掲
注
（
275
）
三
七
八
頁
。

（
277
）　

大
塚
・
前
掲
注
（
13
）
四
二
頁
。

（
278
）　

二
〇
一
四
年
改
正
な
ど
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
諸
富
徹
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
『
市
場
化
』
─
─

二
〇
一
四
年
ド
イ
ツ
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
改
正
法
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」
経
済
学
論
叢
六
七
巻
三
号
五
八
三
頁
（
二
〇
一
五
年
）、
伊
勢

公
人
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
と
そ
の
課
題
～
再
エ
ネ
大
量
導
入
下
で
苦
悩
す
る
需
要
家
と
電
気
事
業
者
～
」

海
外
電
力
五
七
巻
三
号
六
五
頁
（
二
〇
一
五
年
）、
渡
辺
富
久
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
〇
一
四
年
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
の
制
定
」

外
国
の
立
法
二
六
二
号
七
二
頁
（
二
〇
一
四
年
）、
同
・
前
掲
注
（
237
）
等
参
照
。

（
279
）　See D

avies &
 A

llen, supra note 181, at 940. 

ス
ペ
イ
ン
や
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
制
度
の
見
直
し
を
整
理
し
た
も
の
と
し

て
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
小
委
員
会
事
務
局
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
小
委
員
会
│
│
欧
州
調
査
報
告
」（
二
〇
一
四
年
八
月
八
日
）<http://w

w
w

.
m

eti.go.jp/com
m

ittee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/pdf/002_01_00.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月

三
日
）
お
よ
び
髙
井
・
前
掲
注
（
272
）
二
四
頁
の
表
を
参
照
。

（
280
）　

前
掲
注
（
272
）
参
照
。
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（
281
）　See supra note 181.

（
282
）　See D

avies, supra note 185, at 313.
（
283
）　

た
だ
し
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
併
存
的
に
採
用
し
統
合
化
な
い
し
は
協
働
化
を
図
る
と
い
う
方
策
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
法
制
度
単
体
で
は
、
地
球
温
暖
化
を
防
止
し
低
炭
素
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
同
制
度
を
支
援
す
る

た
め
に
、「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
、
補
助
金
、
送
電
基
盤
、
キ
ャ
ッ
プ
ア
ン
ド
ト
レ
ー
ド
方
式
の
排
出

枠
取
引
制
度
を
定
め
る
温
暖
化
対
策
法
制
な
ど
の
方
策
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
（Fershee, 

supra note 97, at 89

）、
筆
者
も
同
様
に
考
え
る
。

（
284
）　See e.g., Jonathan A

. Lesser &
 X

uejuan Su, D
esign of an E

conom
ically E

ffi
cient Feed-In T

ariff Structure for 
R

enew
able E

nergy D
evelopm

ent, 36 E
N

ERGY P
O

LʼY 981, at 982, 989-90 (2008). 

（
285
）　

上
原
美
鈴
「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
と
そ
の
課
題
～
固
定
価
格
買
取
制
度
に
よ
っ
て
発
生
し
た
再
エ
ネ

導
入
の
問
題
～
」
海
外
電
力
五
七
巻
三
号
七
二
頁
（
二
〇
一
五
年
）。

（
286
）　

第
一
東
京
弁
護
士
会
環
境
保
全
対
策
委
員
会
・
前
掲
注
（
213
）
一
〇
一
頁
。

（
287
）　

第
一
東
京
弁
護
士
会
環
境
保
全
対
策
委
員
会
・
前
掲
注
（
213
）
一
〇
〇
頁
。

（
288
）　

環
境
省
資
料
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
普
及
の
た
め
の
具
体
的
な
導
入
方
策
」
一
頁<http://funtoshare.env.go.jp/roadm

ap/
m

edia/h21_2/ref03.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
289
）　

第
一
東
京
弁
護
士
会
環
境
保
全
対
策
委
員
会
・
前
掲
注
（
213
）
一
〇
二
頁
。

（
290
）　See D

avies &
 A

llen, supra note 181, at 1005. 
ま
た
、D

avies &
 A

llen

は
、「
い
か
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
う
ま
く
設
計
さ
れ
よ
う
と

も
、
こ
れ
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
維
持
す
る
た
め
に
は
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
し
つ
つ
（Id. at 1002

）、
安
定
性
や
確
実
性

の
見
地
か
ら
、「
過
度
ま
た
は
急
速
な
改
正
も
問
題
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（Id. at 1003

）。
発
電
事
業
者
の
合
理
的
な
期
待
や
法
的
安

定
性
を
考
慮
す
る
と
、
か
か
る
指
摘
は
妥
当
と
考
え
る
。

（
291
）　

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
四
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
在
り
方
に
つ
い
て
、「
引
き
続
き
、
安
定
的
か
つ
適

切
な
運
用
に
よ
り
制
度
リ
ス
ク
を
低
減
し
、
事
業
者
が
本
来
あ
る
べ
き
競
争
に
集
中
し
や
す
い
制
度
運
用
を
目
指
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
292
）　

た
だ
し
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
検
討
の
試
み
を
直
ち
に
行
う
べ
き
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
よ
っ
て
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
導
入
が
相
当
程
度
進
み
、
電
力
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
等
を
考
慮
し
て
そ
の
導
入
量
に
あ
る
程
度
調
整
を
加
え
な
が
ら
も
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
基
本
計
画
に
お
け
る
目
標
の
達
成
に
向
け
て
さ
ら
に
前
進
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
将
来
的
に
あ
る
一
定
の
段
階
に
達
し
た
後
と
す
る

の
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。


